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協議第３１号資料 
 
 
 

「「農農業業委委員員会会のの委委員員のの定定数数及及びび任任期期のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 農 業 委 員 会 及 び 選 挙 区 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ２ 

 農 業 委 員 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ３ 
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１　区域面積

２　農地面積

３　農家数

４　農業委員

５　選挙区

　

（基

１９，４３４　ha １，６４８　ha

６，１８４　ha ２７５　ha

（平成1６年１月現在） （平成１６年３月末現在）

（平成1６年１月現在） （平成1６年１月現在）
会数 １　委員会 １　委員会

７　選挙区 １　選挙区
　

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

準農業者数）

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

 ５２１  世帯１０，７０９  世帯

　牟礼町農業委員会は、高松市農業委員
会に統合する。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ８　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 部　 会 　名 農　業　委　員　会

分　　　　類 農業委員会及び選挙区



１　有権者数 ２０，３２１　人 １，２４６　人

（平成16年3月31日現在登録者数） （平成16年3月31日現在登録者数）
２　委員数
（１）選挙による ４０人 １５人
　　委員 　
（２）選任委員
　 (ｱ)農協・共済推 ２人 １人

薦１号委員
　 (ｲ)議会推薦 ５人 ０人

２号委員

３　任期 平成１４年７月２０日　～　平成１７年７月１９日 高松市と同じ。

※　牟礼町地域における選挙による農業委員会の委員特例数の考え方【参考】

　○高松市の選挙による農業委員会の委員１人当たりの農地面積 －①

　○①に基づく牟礼町区域の選挙による農業委員の委員数 －②

　○高松市の選挙による農業委員会の委員１人当たりの基準農業者数 －③

　○③に基づく牟礼町区域の選挙による農業委員会の委員数 －④

　○②（農地面積による基準値）と④（基準農業者数による基準値）の平均

２７５ｈａ÷①≒１．７７

１０,７０９世帯÷４０人≒２６８世帯

５２１世帯÷③≒１．９４

（②＋④）÷２＝１．８６≒２人

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　牟礼町農業委員会の委員で選挙による
委員は、市町村の合併の特例に関する法
律（昭和４０年法律第６号）第８条第１項第２
号の規定に基づき２人とし、その任期は、高
松市農業委員会の委員の残任期間とす
る。

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
　合併後の選挙による委員の定数と在任期
間の取扱いを定める必要がある。

６，１８４ｈａ÷４０人≒１５５ｈａ

　牟礼町農業委員会の委員で選挙による
委員は、市町村の合併の特例に関する法
律（昭和４０年法律第６号）第８条第１項第２
号の規定に基づき２人とし、その任期は、高
松市農業委員会の委員の残任期間とす
る。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ８　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 部　 会 　名 農　業　委　員　会

分　　　　類 農業委員

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目
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協議第３２号資料 
 
 
 

「「一一般般職職のの職職員員のの身身分分のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 職 員 数 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５～ ７ 
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職員数 人 人
　（平成１６年４月１日　現在） 　（平成１６年４月１日　現在）

職層別人数 　部長級 人 　部長級 人
　部次長級 人 　部次長級 人
　課長級 人 　課長級 人
　課長補佐級 人 　課長補佐級 人
　係長級 人 　係長級 人
　一般職・教員等 人 人
　（平成１６年４月１日　現在） 　（平成１６年４月１日　現在）

級別職種 　〔全職種〕 　〔行政職〕
１級 １　定型的な業務を行う主事もしくは技師 １級

　　又はこれに相当する職務

２　事務員もしくは技術員又はこれに相当 ２級
　　する職務

２級 １　主事もしくは技師又はこれに相当する ３級

　　職務

２　相当高度の知識又は経験に基づく事 ４級

　　務員もしくは技術員又はこれに相当す

　　る職務 ５級

３級 １　高度の知識又は経験を必要とする主

　　事もしくは技師又はこれに相当する

　　職務 ６級

４級 １　係長又はこれに相当する職務

５級 １　相当困難な業務を処理する係長又は ７級

　　これに相当する職務

６級 １　困難な業務を処理する係長又はこれ ８級

　　に相当する職務

７級 １　課長補佐又はこれに相当する職務

課長補佐、局長、室長、係長、苑長、
園長、保育所長

８０３
２，０５２

３，２８７ １５４

２１
４６

１３３
２３２

　一般職・教員等 ９０

－
－

　牟礼町の定数内の職員は、すべて高松
市の職員として引き継ぐ。
　職員の任免、給与その他の身分の取扱
については、高松市の職員と不均衡が生じ
ないよう公正に取り扱うものとし、その細目
は、両市町の長が別に協議して定める。

主事、教諭、保育士、保健師

係長、主任主事、主任教諭、主任保育士、
主任保健師

課長補佐、係長、苑長、園長、保育所長、
主任主事、主任教諭、主任保育士、主任
保健師

主事、教諭、保育士、保健師

主任主事、主事、主任教諭、教諭、主任保
育士、保育士、主任保健師、保健師

課長、局長、室長、館長、苑長及びこれに
相当する職務にある者

課長、局長、室長、館長、苑長

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

１４
１７
３３

分　　　　類 職員数等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １０　一般職の職員の身分の取扱い 部　 会 　名 総　　　務

い

１　

２　

３　



１０　一般職の職員の身分の取扱い

職員数等

　〔技能職〕
８級 １　課長又はこれに相当する職務 １級

２　困難な業務を処理する課長補佐又は
　　これに相当する職務 ２級

９級 １　部次長又はこれに相当する職務
２　困難な業務を処理する課長又はこれ
　　に相当する職務 ３級

１０級 １　部長又はこれに相当する職務
２　困難な業務を処理する部次長又はこ
　　れに相当する職務 ４級

１１級 １　困難な業務を処理する部長又はこれ
に相当する職務

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

高度の経験を必要とする用務者、給食調
理士、自動車運転手等これらの者に類す
る者

特に高度の経験を必要とする用務者、給
食調理士、自動車運転手等これらの者に
類する者

分　　　　類

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

相当の経験を必要とする用務者、給食調
理士、自動車運転手等これらの者に類す
る者

用務者、給食調理士、自動車運転手等こ
れらの者に類する者

協 定 項 目 部　 会 　名 総　　　務

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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（平成１６年４月１日現在） （平成１６年４月１日現在）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名 総　　　務１０　一般職の職員の身分の取扱い

分　　　　類

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 問　　題　　点　　・　　課　　題

職員数等

区分 一般行政職 技能職

平均給料月額 ３２０，８１０円 ２０６，０１７円

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

４　平均給料月額
　　等

区分 一般行政職 技能職

平均年齢 ４２歳２月 ４４歳４月

平均給料月額 ３５８，５３９円 ３４７，５８９円

平均給与月額 ４１７，２７２円 ３９０，９５０円 平均給与月額 ３４１，４３１円 ２３１，１７４円

平均年齢 ４５歳４月 ４５歳１月
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協議第３４号資料 
 
 
 

「「一一部部事事務務組組合合等等のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 一 部 事 務 組 合 等 の 状 況 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９～１１ 
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高松地区広域 　（構成市町） 　（構成市町）

市町村圏振興 　高松市・牟礼町・三木町・庵治町・塩江町・香川町 　高松市と同じ。

事務組合 　香南町・直島町・綾上町・綾南町・国分寺町

　（共同で実施している事務） 　（共同で実施している事務）

　①　広域市町村圏計画の策定 　①　高松市と同じ。

　②　広域市町村圏計画実施のための連絡調整 　②　高松市と同じ。

　③　総合老人ホーム「ひぐらし荘」の設置・管理運営　③　高松市と同じ。

　④　介護認定審査会の設置・管理運営 　④　高松市と同じ。

　⑤　広域交流センターの設置・管理運営 　⑤　高松市と同じ。

　⑥　し尿処理施設の設置・管理運営 　⑥　高松市と同じ。

　⑦　南部ごみ処理施設及び同施設に併設する関 　⑦　該当なし。

　　　連施設の設置・管理運営

　⑧　西部ごみ処理施設と、それに併設するスポーツ 　⑧　該当なし。

　　　・レクリエーション公園の設置・運営管理

　⑨　椛川ダムの建設 　⑨　該当なし。

　⑩　椛川ダムに係る水道用水の供給 　⑩　該当なし。

木田香川地区 　該当なし。 　（構成市町）

町村税滞納整 　牟礼町・三木町・庵治町・塩江町・香川町・香南町・

理組合 　直島町

　（共同で実施している事務）

　　・滞納町村税等の整理

・両市町が加入している一部事務組合に差
異がある。
・牟礼町のみが加入している一部事務組合
がある。
・両市町において、土地開発公社を設立し
ている。

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　牟礼町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合
時までに調整し、所要の手続きを行う。
　牟礼町土地開発公社については、高松
土地開発公社に統合する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　牟礼町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合
時までに調整し、所要の手続きを行う。
　牟礼町土地開発公社については、高松
土地開発公社に統合する。

分　　　　類 一部事務組合等の状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消

併

市

併

市

防

１　

　　

　　

２　

　　

　　



３　讃岐地区広域 　該当なし。 　（構成市町）

　　消防組合 　牟礼町・三木町・庵治町・塩江町・香川町・香南町

　（共同で実施している事務）

　　・消防組織法及び消防法の定める消防事務

　　（水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に

　　　関する事務を除く。）

　　・液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する

　　　法律に基づく事務のうち、以下のもの。

(1)　第１６条の２第２項の規定による命令

(2)　第３８条の３の規定による届出の受理

(3)　第８３条第３項の規定による立入検査等

※　(1)及び(3)については、(2)の届出に係るもの

　　に限る。

４　香川県東部清 　該当なし。 　（構成市町）

　　掃施設組合 　牟礼町・さぬき市・東かがわ市・三木町・庵治町

　香川町

　（共同で実施している事務）

　・ごみ処理施設の設置・管理・運営

　・併設のスポーツ・レクリエーション施設の設置・

　　管理・運営

総務・企画財政・市民・環境・消防

分　　　　類 一部事務組合等の状況

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名

対　　　　　　応　　　　　　策

- 10 - 



５　香川県市町総 　該当なし。 　（構成市町）

　　合事務組合 　善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、県内

　全町（３０町）、消防関係一部事務組合（３２組合）、

　財産区（３４財産区）

　

　（共同で処理する事務）

　　・構成団体の職員に対する退職手当の支給に

　　　関する事務

　　・非常勤消防団員の災害補償

　　・消防作業及び救急業務協力者の災害補償

　　・水防従事者の災害補償

　　・災害対策応急措置業務従事者の災害補償

　　・非常勤消防団員の退職報償金支給

　　・消防職員、消防団員及び消防作業等従事者の

　　　賞じゅつ金、弔慰金、見舞金の支給

　　・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又

　　　は通勤による災害補償

　　・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

　　　師の公務災害補償に関する事務

６　土地開発公社 【高松市　土地開発公社】 【牟礼町　土地開発公社】

　（基本財産） ５００万円 　（基本財産） ５００万円

　（設立日） 　（設立日）

問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 一部事務組合等の状況

行政制度等現況調書・調整方針

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

昭和48年3月31日 昭和48年3月24日
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協議第３５号資料 
 
 
 

「「障障害害者者福福祉祉事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 障 害 者 手 帳 の 交 付 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １３ 

 支 援 費 等 の 支 給 ・ 変 更 決 定 業 務 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １４ 

 育 成 医 療 等 負 担 費 用 助 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １５ 

 補 装 具 給 付 費 用 負 担 額 助 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １６ 

 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １７ 

 心身障害者（児）扶養共済掛金助成事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １８ 

 障 害 者 （ 児 ） 社 会 参 加 推 進 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １９ 

 手 話 奉 仕 員 養 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２０ 

 手 話 奉 仕 員 等 派 遣 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２１ 

 福 祉 タ ク シ ー 設 置 補 助 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２２ 

 身 体 障 害 者 パ ソ コ ン 教 室 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２３ 

 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 訪 問 診 査 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２４ 

       知的障害者小規模通所授産施設運営事業について   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２５ 

 心 身 障 害 者 医 療 費 助 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２６ 
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１　身体障害
　　手帳の交付

２　療育手帳
　　交付

３　精神障害
　　保健福祉
　　帳の

者 （実施機関）中核市として、高松市が実施 （実施機関）香川県において実施
（内容） （内容）

（申請から交付まで） （申請から交付まで）

※Ｈ１５年度実績：２，５９０件 ※Ｈ１５年度実績：５９件
の （実施機関）香川県において実施 　高松市と同じ。

（内容）

（申請から交付まで）

※Ｈ１５年度実績：２３６件 ※Ｈ１５年度実績：５件
者 （実施機関）香川県において実施 　高松市と同じ。
手 （内容）

交付

（申請から交付まで）

※Ｈ１５年度実績：３２４件 ※Ｈ１５年度実績： ５件

　高松市の制度に統一する。

分　　　　類 障害者手帳の交付

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　身体障害者手帳の交付事務について、
実施機関に差異がある。

　高松市の制度に統一するとともに、身体
障害者手帳の交付事務について、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

　精神障害のある者から、医師の診断書または精神
障害を事由とする障害年金証書を添え、精神障害者
保健福祉手帳の交付を申請された場合、県知事へ
進達する。

　申請→県へ進達→県で審査・決定→県から進達元
へ送付→申請者へ交付

　申請→市窓口（市長に申請）→市で審査・決定→
申請者へ交付

　身体障害のある者から、指定医の診断書を添えて
身体障害者手帳の交付を申請された場合、市で審
査・決定の上、申請者へ交付する。

　知的障害のある者から、療育手帳の交付を申請さ
れた場合、県知事へ進達する。

　申請→県へ進達→県で審査・決定→県から進達元
へ送付→申請者へ交付

　身体障害のある者から、指定医の診断書を添えて
身体障害者手帳の交付を申請された場合、県知事
へ進達する。

　申請→県へ進達→県で審査・決定→県から進達元
へ送付→申請者へ交付



１　身体障害者・ （内容） 　高松市と同じ。
　　知的障害者
　　支援費支給・
　　変更決定業務 　

　
（申請から決定まで）

（利用者負担額）
　　所得に応じた、利用者負担額あり。

※Ｈ１５年度実績：９５６人 ※Ｈ１５年度実績：２７人
２　障害児支援 （内容） 　高松市と同じ。
　　費支給・変更 　　
　　決定業務 　

（申請から決定まで）

（利用者負担額）
　　所得に応じた、利用者負担額あり。

※Ｈ１５年度実績：１９４人 ※Ｈ１５年度実績：１１人
３　精神障害者 （内容） 　高松市と同じ。
　　居宅生活支 　　
　　援事業の決
　　定業務 （申請から決定まで）

（利用者負担額）

　　所得に応じた、利用者負担額あり。

※Ｈ１５年度実績：４６人 ※Ｈ１５年度実績： ０人

分　　　　類 支援費等の支給・変更決定業務

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　申請→審査・決定→申請者へ通知→サービス利用

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　申請→審査・決定→申請者へ通知→サービス利用

　申請→審査・決定→申請者へ通知→サービス利用

　高松市の制度に統一する。

居宅介護等の在宅サービス支援や施設等訓練の施
設サービス支援を受けようとする身体障害者・知的障
害者は、支援費の支給を申請することができる。

居宅生活支援を受けようとする障害児の保護者は、
支援費の支給を申請することができる。

居宅生活支援事業を受けようとする精神障害者は、
支援事業の申請をすることができる。
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１　事業内容 　該当なし。

２　適用医療 ・育成医療（身体に障害のある児童に対し、その障害
を除去し、又は軽減し、生活の能力を得るために必
要な医療）
・更生医療（身体に障害のある者に対し、その障害を
除去し、又は軽減し、職業能力の増進や、社会・日
常活動を容易にするために必要な医療）

３　助成額 　所得に応じた利用者負担額

４　申請方法 　申請書に領収書等を添えて申請する。

５　助成方法 　口座振込

６　助成実績
　高松市の制度を適用する。

　※平成15年度

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 育成医療等負担費用助成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

2,870千円

10,770千円

延べ人数

　育成医療等の給付を受け、国の基準に定める費用
を負担している者に、その費用を助成する。

育成医療

更生医療

132人

1,698人

助成額適用医療
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１　事業内容 　該当なし。

２　助成額 　所得に応じた利用者負担額

３　申請方法 　申請書に領収書等を添えて申請する。

４　助成方法 　口座振込

５　助成実績

　高松市の制度を適用する。

※平成15年度

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 補装具給付費用負担額助成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　補装具（身体障害者（児）の失われた部位、損傷の
ある部分を補い、必要な身体機能を取り戻し、又は
補うために使用される補聴器、つえ、車椅子などの
用具）の交付または修理を受け、国の基準に定める
費用を負担している者に、その費用を助成する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

交付

修理

身体
障害者

173件
4,459千円

318件

身体
障害児

80件

70件

助成額
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１　事業内容 　該当なし。

２　対象者

3　費用負担 　入浴１回につき生計中心者の所得に応じた額
　（０円～１２,５００円/回　※１８階層に区分して徴収）

４　実施方法

５　助成実績 　訪問入浴回数
延べ１４５回（委託料２,８８８千円）

※平成15年度

　高松市の制度を適用する。

　身体障害者の家庭に巡回入浴車を派遣して入浴
を支援する。

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 訪問入浴サービス事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

　家庭内において入浴困難な寝たきり身体障害者
で、医師が入浴可能と認める者

　高松市社会福祉協議会など３事業者に委託し実施

問　　題　　点　　・　　課　　題
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１　事業内容 　該当なし。

２　対象者

３　助成額 　・低所得世帯の加入者（市民税非課税世帯、市民
　　税均等割世帯、所得税非課税世帯）：

　１口目の掛金の１／２の額
　・その他の世帯の加入者（所得制限世帯を除く）：

　１口目の掛金の１／３の額

　高松市の制度を適用する。
４　申請方法 　申請書に領収書等を添えて申請

５　支給方法 　口座振込

６　助成実績 　１２１人（助成額　２,６９２千円）　※平成１５年度

　心身障害者（児）の生活の安定を図るため、香川県
心身障害者扶養共済制度の掛金の一部を助成す
る。

【参考】香川県心身障害者扶養共済制度
　　昭和４５年度から香川県心身障害者扶養共済制
度条例に基づき実施されているもので、心身障害者
（児）を扶養する保護者が死亡または重度障害となっ
たとき、掛金１口につき月額２万円の年金が支給され
る制度

　香川県心身障害者扶養共済制度の加入者のうち、
特別障害者手当の所得制限を超えていない者

【参考】１口目の掛金（月額）
　０円～１３,３００円（加入時の年齢、所得によって異
なる）

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 心身障害者（児）扶養共済掛金助成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

- 18 - 



１　障害者社会見 　該当なし。
　　学事業

（平成１５年度実績）

参加人数：１,０３６人
２　障害児社会見 　該当なし。
　　学事業

（平成１５年度実績）
「あすたむらんど徳島」の見学を実施
参加人数：１,２４７人

３　街頭キャンペー 　該当なし。
　　ン

（平成１５年度実績）

　高松市の制度を適用する。
参加人数：２５０人

４　障害児作品展 　該当なし。

（平成１５年度実績）
参加者：７２４人
作品   ：５４１点

　「障害児を守る日」（１０月１日）の行事の一環とし
て、障害児が作成した絵画、工作などによる作品展
を市役所本庁舎で開催し、市民の障害児に対する
理解を深める。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　日ごろ外出する機会の少ない障害者が見聞を広
め、相互の親睦と交流を通して社会活動への参加意
欲を高めるとともに、日常生活での活力を養うため、
社会見学事業を実施している。

　日ごろ外出する機会の少ない障害児が見聞を広
め、相互の親睦を図るとともに社会参加を促進する
ため、社会見学事業を実施している。

　「障害児を守る日」（１０月１日）の行事の一環とし
て、市民の障害児（者）に対する理解を深めるため、
街頭啓発キャンペーンを実施している。

　市民会館で「福祉のつどい」（演芸鑑賞と交
流）を開催

　田町コミュニティー広場から丸亀町商店街ま
で、障害者施設鼓笛隊とともに横断幕を先頭に
啓発品を配布しながら行進する。

分　　　　類 障害者（児）社会参加推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　事業内容 　該当なし。

２　対象者 ・市内に住所を有する満１８歳以上で手話奉仕員活
　動をしようとする者
・全課程８０％以上出席できる者
・入門・基礎課程とも参加できる者

３  実施方法 　高松市身体障害者協会に委託して実施

４　募集（申込）
　　方法

　受講料　　無料
　　※ただし、テキスト代は実費負担 　高松市の制度を適用する。

　高松市総合福祉会館内会議室６ 開催場所

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 手話奉仕員養成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　広報たかまつに掲載し、募集する。申し込みにつ
いては、希望者が葉書により申し込む。
　ただし、応募者多数の場合は、抽選により決定す
る。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
　聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図るた
め、手話奉仕員を養成する。
　・入門課程　３５時間／基礎課程４５時間
　・定員　４０人

５　費用負担
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１　手話奉仕員 　該当なし。
　　派遣事業

２　要約筆記奉 　該当なし。
　　仕員派遣事
　　業

　高松市の制度を適用する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

（内容）
　重度の聴覚障害者で社会参加を営む上で手話通
訳を必要とする場合に、高松市身体障害者協会に
委託し、手話奉仕員を派遣する。
(派遣対象者)
　社会生活上外出を必要とする場合で手話通訳をす
る者がいない重度の聴覚障害者
(費用負担)
　派遣対象者　無料　ただし、外出に必要な交通費
は奉仕員分についても派遣対象者が負担
（申込窓口）
　委託先もしくは高松市福祉事務所障害福祉課
（派遣実績）
　７２０回（３,１７０千円）　※平成１５年度

（内容）
　手話のできない聴覚障害者等の社会活動への参
加を促進するため、要約筆記を必要とする場合に、
「要約筆記サークル・ゆうあい」に委託し、要約筆記
奉仕員を派遣する。
(派遣対象)
　社会生活上、外出を必要とする場合で適当な意思
伝達の仲介者が得られない者、市内で開催される大
会、講演会等の主催者で、聴覚障害者等のために
奉仕員の派遣を必要とする者。ただし、営利を目的と
する場合等は派遣を受けることができない。
(費用負担)
　無料
（申込窓口）
　委託先もしくは高松市福祉事務所障害福祉課
（派遣実績）
　６４回（４００千円）　※平成１５年度

分　　　　類 手話奉仕員等派遣事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　事業内容 　該当なし。

２  補助対象者 　市内に住所を有するタクシー会社

３　補助基準

４　補助実績

　高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 福祉タクシー設置補助事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　身体障害者が利用しやすい福祉タクシー（リフト付
きタクシー）設置の推進を図るため、タクシー会社に
対して、福祉タクシー用車両購入費の一部を補助す
る。

　助成件数　３台（３,４５５千円）　※平成１５年度

　福祉タクシー購入費の３分の２以内
　（補助限度額２６０万円）
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１　事業内容 　該当なし。

２　対象者 　市内に住所を有する１８歳以上の身体障害者

３　実施方法 　高松市身体障害者協会に委託して実施

４　募集（申込）
　　方法

５　費用負担 　受講料　　無料
　　※ただし、テキスト代は実費負担

　高松市の制度を適用する。

６　開催実績

７ 開催場所 (平成１５年度)高松市総合福祉会館内会議室
(平成１６年度)高松市生涯学習センター

年２回開催 (6月・10月)
※１開催につき、昼の部・夜の部を同時に開催
　　３１人が参加（９５８千円）

　障害者の情報バリアフリー化を支援し、社会参加を
促進するため、高松市身体障害者協会へ委託し、身
体障害者を対象としたパーソナルコンピュータの操
作等に関する講座を開設している。
開催回数　年２回　(昼・夜　定員各１０人　)

　広報たかまつに掲載し、募集する。申し込みにつ
いては、希望者が葉書により申し込む。
　ただし、応募者多数の場合は、抽選により決定す
る。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 身体障害者パソコン教室事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　事業内容 　該当なし。

２　対象者

３　実施方法 　社団法人　高松市医師会に委託して実施

　高松市の制度を適用する。

５　費用負担 　無料

６  利用実績 平成１５年度　２回

４  訪問診査の内
    容

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 在宅重度心身障害者訪問診査事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　身体障害者・知的障害者更生相談所、医療機関に
出向くことが困難な在宅の重度心身障害者であっ
て、地理的条件等により、受診の機会が少ない者を
対象に、医師等を派遣して診査及び更生相談を行
う。
訪問診査の担当医は、医師(身体障害者福祉法第
15条に規定する指定医師)、看護師等とする。

・市内に住所を有する１８歳以上の者
・歩行困難のため、身体障害者・知的障害者更生相
　談所、医療機関に出向くことが困難な在宅の重度
　心身障害者
・地理的条件等により、受診の機会が少ない者

・ 重度身体障害者
　・全身状態の所見及び障害局所の診断と助言、指
導等
・ 重度知的障害者
　・健康診査及び保健の指導
　・生活指導及び介護指導
　・相談・指導
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　牟礼町

４　施設の態様 ・土地及び家屋は町有
・旧小学校分校舎を活用
・駐車場は民有地を町が借地

５　運営方法 　牟礼町社会福祉協議会に委託

６　運営経費

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　障害者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 知的障害者小規模通所授産施設運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　礼　　　　　　　町

　知的障害者小規模通所授産施設「ほのぼのワーク
ハウス」（牟礼町大字原７６５番地）
　定員　１９人

　10,500千円（国庫補助対象）
　（補助率）
　　国１／２
　　県１／４
　　町１／４

１　実施主体 　該当なし。  高松市では設置していない。

３　施設種類及び
　　定員

２　事業内容 　雇用されることの困難な知的障害者を通所させて
必要な訓練を行い、かつ就労の機会を提供する小
規模通所授産施設の運営を行う。

　牟礼町の知的障害者小規模通所授産施
設「ほのぼのワークハウス」については、高
松市に引き継ぐものとする。
　なお、合併後５年以内に、社会福祉法人
による設置・運営に移行するよう、調整する
ものとする。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
　知的障害者小規模通所授産施設「ほのぼ
のワークハウス」については、高松市に引き
継ぐものとする。
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２４－６　障害者福祉事業

１　助成対象者 　身体障害者手帳１級～４級、療育手帳Ａ、Ａ、B 、 　高松市と同じ。
Ｂまたは戦傷病者手帳全項症に該当する者
　　（その世帯における所得による制限はなし。）

２　助成内容 　保険診療の自己負担相当額
　(ただし、高額療養費を除く。)

　その他の者については、高松市と同じ。

３　助成方法 　現物給付 　償還給付
　(ただし、市外の病院等で受診した場合と食事代は
償還給付)

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 心身障害者医療費助成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
　助成対象者、助成内容及び助成方法に
差異がある。

対　　　　　　応　　　　　　策

　ただし、身体障害者手帳４級及び療育手帳Ｂにつ
いては年齢が７０歳未満の者とし、所得制限を適用し
ている。

　４級及びＢについては、自己負担額の１／２を助成
する。
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協議第３６号資料 
 
 
 

「「高高齢齢者者福福祉祉事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 高 齢 者 と 地 域 の 交 流 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２８ 
 高齢者を地域で支え合うまちづくり推進事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２９ 
 敬 老 会 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３０ 
 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３１ 
 敬 老 祝 品 贈 呈 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３２ 
 高 齢 者 訪 問 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３３ 
 高 齢 者 生 き が い デ イ サ ー ビ ス 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３４ 
 軽 度 生 活 援 助 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３５ 
 老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 利 子 補 給 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３６ 
 老 人 ク ラ ブ 活 動 促 進 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３７ 
 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 運 営 費 補 助 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３８ 
 牟 礼 町 老 人 福 祉 セ ン タ ー に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３９ 
 高 齢 者 入 浴 助 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４０ 
 寝 た き り 高 齢 者 寝 具 乾 燥 等 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４１ 
 家 族 介 護 教 室 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４２ 
 喫 茶 あ ん だ ら 話 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４３ 
 い き が い 農 園 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４４ 
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１　対象者

２　

３　

４　

５　

　該当なし。

実施内容

運営方法  高松市社会福祉協議会へ委託

費用負担 市 １９０円
社会福祉協議会 １９０円
利用者 １７０円

実施状況 地区数 ２６ 地区
延べ食数 食
事業費 円

　高松市の制度を適用する。

２３,１５１
９,９６４,６１７

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

　地区社協の区域内に住所を有するおおむね６５歳
以上のひとり暮らし高齢者等

　地区の公民館を利用し、会食方式により食事サー
ビスを実施する。（月１回）

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 高齢者と地域の交流事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉



１　実施主体 　該当なし。

２　実施内容

　　事業例
① 緊急時・災害時の支援体制づくり事業
② ひとり暮らし高齢者等の安否を確認する事業
③ 地域との交流を推進する仲間づくり事業
④ 地域での孤立防止を図る相談援助事業
⑤ 孤独感の解消を図る訪問事業
⑥ 世代間交流事業  など

３　補助内容

４　その他 　平成１６年度から平成１８年度までの３年間の事業　

　高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 高齢者を地域で支え合うまちづくり推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　市内３５地区を実施単位とし、各地区において活動
している多様な団体の参加のもと、地域支え合い
ネットワークを構成する団体

　事業に要する経費のうち、１地区あたり５０万円を限
度として交付

　地域が創意工夫をし、地域ぐるみでひとり暮らし高
齢者や高齢者世帯等を支え合い、支援する事業に
対し、助成を行う。
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１　対象者 　７５歳以上の在宅高齢者 　高松市と同じ。
　老人福祉施設入所者

２　対象者数 　・在宅 ２８,３１５人 　・在宅 １,３６３人
　・施設 １,３７１人 　・施設 ６９人

（平成１５年度） （平成１５年度）
３　運営方法 　高松市社会福祉協議会へ委託 　町が実施。

４　開催場所 　市内35地区ごとの会場（小学校等） 　町公民館
　老人福祉施設
　※　各地区・施設で決定 　高松市の制度に統一する。

５　開催時期 　敬老の日を中心に各地区・施設が日程調整 　敬老の日

６　実施内容 　式典 　高松市と同じ。
　記念品等授与
　演芸
　アトラクション など
　※各地区で実施内容を決定

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　運営方法、開催場所及び開催時期に差
異がある。

分　　　　類 敬老会事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　地域型 ①事業内容 ①事業内容
　　支援センター 要援護高齢者の実態把握 高松市と同じ。

在宅介護に関する相談
保健福祉サービスの情報提供　など

②運営方法 ②運営方法
社会福祉法人、医療法人、社会福祉協議会 社会福祉法人守里苑に委託
などへ委託

③センター数 ③センター数
17箇所（特別養護老人ホーム、老人保健施設 地域型老人介護支援センター　　１カ所（委託）
に併設）

　〔職員配置－配置基準〕 　〔職員配置〕
1施設につき常勤1人以上（ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、 相談員1人（常勤）
保健師、看護師、介護福祉士、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ）
※他の業務との兼務可

２　基幹型 ①事業内容 　該当なし。
　　支援センター 地域型支援センターに対する指導・助言

地域ケア会議の開催
②運営方法

直営（高松市が運営）
③センター数

1箇所（高松市長寿社会対策課内に設置）

分　　　　類 老人介護支援センター事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　地域型支援センターについては、高松市
の制度に統一する。

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　対象者 　９０歳以上の高齢者 　該当なし。
　（年齢基準日：１２月３１日現在）

２　実施内容 　敬老の日を中心とした行事の一環として、対象高齢
　者に敬老祝品を贈呈する。

３　対象者数 　・９０～９７歳 ２,６１８人 計２,８０４人
　・９８歳以上 １８４人

（平成１５年度）
４　祝品内容 　９０～９７歳（１,０００円相当）

（平成１５年度においては、タオルセット）
　９８歳以上（５,０００円相当）

（平成１５年度においては、カタログにより選択）
※男女最高齢者は１０,０００円相当

５　贈呈方法 　９０～９７歳
民生委員・児童委員が贈呈

　９８歳以上
市長等が高齢者訪問時に贈呈
※訪問辞退者は郵送

　高松市の制度を適用する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 敬老祝品贈呈事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　対象者 　９８歳以上の高齢者 　９６歳以上の高齢者 　対象者等に差異がある。

２　実施内容 　敬老の日を中心とした行事の一環として、対象高齢 　高松市と同じ。
者宅を訪問し、敬老祝品を贈呈する。

３　対象数 ・在宅 １２０人 合計１８４人 ・在宅　　　　１５人
・施設 ６４人

　　〔実訪問者数〕 　　〔実訪問者数〕
・在宅 ２６人 合計６７人 ・在宅 ６人 合計７人
・施設 ４１人 ・施設 １人

（平成１５年度） （平成１５年度） 　高松市の制度に統一する。
４　訪問時期 　９月上旬（２日間） 　９月上旬（１日間）

５　訪問者 　市長、議長など 　町長、議長など

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 高齢者訪問事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　対象者 （要件） （要件）

　高松市と同じ。

　・ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、これに

　準ずる世帯で、家に閉じこもりがちな者

　・日常生活を営むのに支障のある者（日常生活動

　作が一部介助1項目以上、痴呆・問題行動ありが

　１項目以上）

２　サービス内容 　①日常動作訓練 ②健康チェック ①健康チェック

　③入浴サービス ④食事サービス ②食事サービス 　高松市の制度に統一する。

　⑤送迎サービス ⑥趣味活動・創作活動 ③趣味活動・創作活動

　⑦レクリエーション ④レクリエーション

３　実施場所 　老人デイサービスセンター及び老人福祉センター 　菜切・浜北・大町・南地区・原浜の５公民館

４　実施方法 　社会福祉法人（デイサービスセンター）へ委託 　牟礼町社会福祉協議会へ委託

５　利用登録者 ５７９人 　　　７０人

（平成１５年１２月３１日現在） （平成１５年１２月３１日現在）

６　利用回数 　利用回数 ２回／月 　利用回数 １回／月

　高松市の制度に統一する。

７　費用負担 　生活保護世帯

市　　　… ３,１５５円／回 　町　　… 人件費、講師料等を社会福祉協議会

利用者… なし へ支払う。

　その他の世帯 （平成１５年度・・・７０６,６１４円）

市　　　… ２,７７２円／回 　利用者… 昼食代等５００円（材料費等込み）

利用者… ３８３円／回

※　間食代や教養講座の材料費等は利用者

　から別途徴収

　（３８３円を含め、1,000円程度／回）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　サービス内容、実施場所、実施方法、利
用回数及び費用負担に差異がある。　おおむね６５歳以上の要支援・要介護認定を受け

ていない者

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 高齢者生きがいデイサービス事業

対　　　　　　応　　　　　　策
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１　事業名 　軽度生活援助事業 　生活管理指導員（ホームヘルパー）派遣事業

２　対象者 　ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、これに準  　要介護認定を受けていないひとり暮らし高齢者、

　ずる世帯 高齢者のみの世帯、これに準ずる世帯

３　サービス内容 　軽易な日常生活上の援助 　高松市と同じ。

　①外出時の援助 ②食事・食材の確保

　③大きな物の洗濯・日干し ④家周りの清掃

　⑤家屋内の整理整頓 など

４　実施方法 　高松市シルバー人材センターへ委託 　牟礼町社会福祉協議会へ委託

援助者 … シルバー人材センター会員　　 援助者 … 社会福祉協議会（ホームヘルパー） 　高松市の制度に統一する。

５　利用登録者 ６０９人 ６人

６　利用回数・ 　利用回数 ２回／月 　利用回数 ２回／月

　　時間 　利用時間 ３時間／回 　利用時間 ２時間／回

7　費用負担 　生活保護世帯

市　　　… ８００円／時間 町　　　… １,８７２円／時間

利用者… なし 利用者… ２０８円／時間

　その他の世帯

市　　　… ７２０円／時間 ※世帯による費用負担の区分はない。 　高松市の制度に統一する。

利用者… ８０円／時間

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　対象者、実施方法、利用時間及び費用負
担に差異がある。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 軽度生活援助事業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　対象 （要件） （要件）

２  利子補給対象
　　事業

３  利子補給期間 　２０年以内 　２０年間

４  利子補給対象 　１１法人 　１法人

   事業者数 　

５  利子補給利率 　元金５,０００万円以内

年利２％以内

(ただし、実際償還利率を上回らない。)

　元金５,０００万円超
県補助金(香川県社会福祉施設整備促進事業
補助金交付要綱)算定基準額による利率
(ただし、上限２％で、実際償還利率を上回ら
 ない。）

　　

　    

　社会福祉法人

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併時において牟礼町が利子補
給している対象事業については、現行の牟
礼町の利子補給利率を適用するものとす
る。
　なお、現行の利子補給に係る相互負担に
ついては、合併時までに清算できるよう３町
で協議するものとする。

対　　　　　　応　　　　　　策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

老人福祉施設整備事業利子補給

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

分　　　　類

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併時において牟礼町が利子補
給している対象事業については、現行の牟
礼町の利子補給利率を適用するものとす
る。

　社会福祉法人
※新規事業への利子補給については、平成１５年度
から廃止している。

　社会福祉・医療事業団(現独立行政法人福祉医療
機構)から貸付を受けて老人福祉施設の整備を行う
事業

　利子補給利率に差異がある。
　高松市では、新規事業への利子補給を実
施していない。
　利子補給の財源として、庵治町及び三木
町から負担金を徴している。

　高松市と同じ。

　守里苑利子補給利率（覚書による）
　　　県補助金（香川県社会福祉施設整備促進事業
　　　補助金交付要綱）算定基準による利率
　　　２．９％／２＋１％＝２．４５％
　　　（２．９％は実際償還利率）
※守里苑の整備に係る利子補給については、他の
同種施設と合わせ、牟礼町、庵治町、三木町の３町
の協議に基づき、３町により、相互負担する取扱いと
している。
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1　組織等 　（名称） 高松市老人クラブ連合会 　（名称） 牟礼町老人クラブ連合会 　補助内容に差異がある。

単位老人クラブ ３４０クラブ 単位老人クラブ １７ クラブ

　会員数 １９,６５８ 人 ※６０歳以上の加入者 　会員数 ６７６人 ※６０歳以上の加入者

（平成１６年４月１日現在） （平成１６年４月１日現在）

２　主な活動内容 　教養活動………… 老人大学、教養講座、講習 　高松市と同じ。

会の開催、社会見学等

　社会奉仕活動…… 公共施設清掃、施設慰問、

友愛訪問等

　スポーツ振興…… スポーツ大会、ゲートボール

大会、ペタンク大会等

３　補助内容 　老人クラブ連合会活動事業補助金   ５,５８８千円

　老人クラブ連合会運営事業補助金   ８,０００千円

　老人クラブ活動助成金（単位クラブ） １８,０４２千円

　老人クラブ連合会活動事業補助金　　　１,８００千円

分　　　　類 老人クラブ活動促進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度
の翌年度から、高松市の制度に統一する。
　牟礼町老人クラブ連合会については、高
松市老人クラブ連合会への統合を促す。
 
 

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度
の翌年度から、高松市の制度に統一する。
 
 

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　目的 　補助内容に差異がある。

２　補助対象団体 ①名称　 ①名称　

　社団法人　高松市シルバー人材センター 　牟礼町社会福祉協議会シルバー人材センター

②会員数 ②会員数

　 　１,１２８人（平成１５年度末現在） ６１人（平成１５年度末現在）

③年会費 ③年会費

　１,０００円 　高松市と同じ。

３　補助内容 ①運営費助成 千円 ①運営費助成

②人件費助成 千円 ②人件費助成

③生活援助事業助成 千円 ③生活援助事業助成

一括して２,５００千円

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度
の翌年度から、高松市の制度に統一する。
　牟礼町シルバー人材センターについて
は、高松市シルバー人材センターへの統
合を促す。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度
の翌年度から、高松市の制度に統一する。
 
 

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

１,７５０

１６,７４０

３,７２１

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 シルバー人材センター運営費補助事業

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目

　高年齢者の就業の機会を確保し、提供することによ
り、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的
な活用を図ることができるようにし、もって高年齢者の
福祉の増進に資する。

　町内在住の６０歳以上の方々に生きがいとしての就
業先を提供し、活力ある地域社会づくりを目指す。
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　該当なし。 (1)　名　称

牟礼町老人福祉センター（いきいきセンター）

(2)　施　設

※　参考 特A型

・ 　ふれあい福祉センター勝賀の主な設備

・老人福祉センター
Ａ型

(3)　利用対象者

牟礼町在住の６０歳以上の者

・その他 (4)　運営方法…直営

土曜日、祝祭日休み　８：３０～１７：１５

・ 　利用対象者 風呂（１０：００～１５：００）

・老人福祉センター（浴室を除く。） (5)　職員配置

市内に住所を有する６０歳以上の者

・老人デイサービスセンター

(6)　使用料

・その他利用施設によって要件あり。 浴室使用料２００円

集会室（大）、集会室（小）、会議室については、

・ 　実施方法…高松市福祉事業団に委託 利用時間により設定

月曜日、１２/２９～１/３休み

９：００～１７：００（会議室は２２：００まで） (7)　利用形態

風呂（１０：００～２０：００）

・ 　老人福祉センター浴室使用料（勝賀等）

市内高齢者 ３００円

子供 ２００円

その他 ３９０円

分　　　　類 牟礼町老人福祉センター

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

　高松市の老人福祉センター「ふれあい福
祉センター勝賀」と比べて、施設の機能、利
用対象者、運営方法及び使用料に差異が
ある。

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

浴室、機能回復訓練室、健康相談室・生活相談
室、診察室、検査室、栄養指導室、図書コー
ナー、教養娯楽室、事務室等

・牟礼町老人福祉センターについては、高
松市に引き継ぐものとする。
・利用対象者及び使用料については、合併
年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年
度から、高松市の老人福祉センター「ふれ
あい福祉センター勝賀」と同様の取扱いと
する。
　ただし、６０歳以上の者の浴室使用料に
ついては、現行のとおりとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

　牟礼町老人福祉センターについては、高
松市に引き継ぐものとする。
　利用対象者及び使用料については、合
併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌
年度から、高松市の老人福祉センター「ふ
れあい福祉センター勝賀」と同様の取扱い
とする。
　ただし、６０歳以上の者の浴室使用料に
ついては、現行のとおりとする。

市内に住所を有する６５歳以上の身体又は
精神上の障害により生活に支障がある者

浴室、機能回復訓練室、健康相談室・生活
相談室、図書コーナー、教養娯楽室、事務
室等

所長（保健師）、保健師４名、管理栄養士１名、
運転士１名、パート看護師２名、パート２名

１　老人福祉
　　センター

　同センターで、健康相談、予防接種、乳児相
談、ガン検診等保健事業に関する業務を行って
いる。

　２階の集会室等については、公民館が管理
し、利用料はセンターに入る。

※　利用形態については、他の協定項目で
　　調整
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１　対象者 　市内に住所を有する６５歳以上の高齢者 　該当なし。

　　（長寿手帳受給者）

２　実施内容 (無料入湯券の交付）

　　公衆浴場組合が申請者に対し、長寿手帳で

　　確認し、交付

（交付枚数）

１人当たり年間１５枚

（対象施設）

　　公衆浴場組合加入の銭湯

（入浴料等）

　　３００円

高松市負担分　 ２１０ 円

公衆浴場組合負担分 ９０ 円

　　高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 高齢者入浴助成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

３　対象入浴施設
　　等

調　　　　　　整　　　　　　案
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寝たきり高齢者寝具乾燥等事業

１　事業名 　在宅寝たきり高齢者寝具乾燥等事業

２　対象者要件 　ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、これに準

ずる世帯、その他町長が特に必要と認める者

３　事業内容 　 　乾燥消毒または水洗いを月1回実施。 　１会計年度一人２回まで
　　（水洗いは年４回まで） 　①掛け布団、敷き布団、毛布
　　１回当たり　　掛ふとん２枚以内 　②掛け布団、敷き布団、毛布、マットレス
　　　　　　　   敷ふとん１枚 　①、②のうちどちらか１つを年２回まで選択  高松市の制度に統一する。

  毛布１枚

４　費用負担 　無料 　①掛け布団、敷き布団、毛布…６３０円
　②掛け布団、敷き布団、毛布、マットレス…１,０５０円

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

　要援護高齢者等寝具類等洗濯乾燥消毒サービス
事業

　対象者、事業内容及び費用負担に差異
がある。

　市内に住所を有するおおむね６５歳以上の寝たきり
高齢者で、市民税非課税世帯の者

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　対象者要件 　高松市と同じ。 　運営方法に差異がある。

２　実施内容 　高松市と同じ。

３　運営方法 　老人介護支援センターへ委託 　老人介護支援センターへ委託

月1回程度実施 毎週土曜日実施

委託料：開催１回当たり　３万円 委託料については支援センター委託料に含ま

れる。

４　費用負担 　事業の参加費は無料 　高松市と同じ。

　教材費等の実費については、利用者の負担

分　　　　類 家族介護教室事業

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　在宅で高齢者を介護している家族、近隣の援助者
等

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　高齢者を介護している家族等に対し、介護方法や
介護予防、介護者の健康づくり等についての知識、
技術を習得する場として、教室を開催し、家族の身
体的及び精神的負担の軽減を図る。

　高松市の制度に統一する。
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１　対象者 　該当なし。 　町内在住の６５歳以上の高齢者 　高松市では事業を実施していない。

２　実施内容

３　実施方法 　※参考

　

４　費用負担 　個人負担１００円（お菓子代）

　ボランティアグループに年５万円補助

５　実施状況 　町内３ヶ所で月５回実施　

　午前９時半から１１時半まで

　（２ヶ所は月２回。１ヶ所は月１回。）

　牟礼町の喫茶あんだら話事業について
は、合併年度は現行のとおりとし、合併年度
の翌年度から、高松市で実施している関連
事業や老人クラブ事業の中で対応が図れ
るよう合併時までに調整するものとする。

　高齢者と地域の交流事業、高齢者を地域で支え合
うまちづくり推進事業、老人クラブ活動等を通じて、
地域との交流を図っている。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 喫茶あんだら話事業

　牟礼町の喫茶あんだら話事業について
は、合併年度は現行のとおりとし、合併年度
の翌年度から、高松市で実施している関連
事業や老人クラブ事業の中で対応が図れ
るよう合併時までに調整するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　おしゃべりをすることにより、引きこもりの予防をす
る。

　６つのボランティアグループ（連合体）が交替でコー
ヒーやお菓子を出して接待する。

対　　　　　　応　　　　　　策
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１　対象者 　該当なし。 　高松市では事業を実施していない。

２　実施内容

３　実施方法 　※参考

４　費用負担

５　実施状況 　週３回集まって作業

　牟礼町のいきがい農園事業については、
合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市で実施している関連事
業や老人クラブ事業の中で対応が図れるよ
う合併時までに調整するものとする。

　同部会に対し、年３０万円を補助
　　（町１５万円、県１５万円（１７年度から廃止））

分　　　　類 いきがい農園事業

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

対　　　　　　応　　　　　　策

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

　高齢者による生産活動を通じて励まし合い、収穫
の喜びを共有する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　高齢者を地域で支え合うまちづくり推進事業、老人
クラブ活動等を通じて、地域との交流と社会参加、生
きがいを得る場づくりに努めている。

　町が民有地を借り受け、牟礼町老人クラブ連合会
いきがいと健康づくり推進部会が、野菜作りを実施

　牟礼町のいきがい農園事業については、
合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市で実施している関連事
業や老人クラブ事業の中で対応が図れるよ
う合併時までに調整するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

　６０歳以上の高齢者

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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協議第３７号資料 
 
 
 

「「交交通通関関係係事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 交 通 安 全 運 動 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４６ 

 交 通 安 全 活 動 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４７ 

 交 通 安 全 資 材 の 配 布 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４８ 

 市 ・ 町 民 交 通 傷 害 保 障 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４９ 

 放 置 車 両 等 対 策 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０～５２ 

 チ ャ イ ル ド シ ー ト 助 成 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ５３ 

 生 活 バ ス 路 線 維 持 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ５４
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１　活動内容 ・春の交通安全運動 ４月 ・春の交通安全運動 ４月 　活動内容に差異がある。

・秋の交通安全運動 ９月 ・秋の交通安全運動 ９月
・年末、年始の交通安全運動 １２月～１月 ・年末、年始の交通安全運動 １２月～１月
・高齢者の交通安全日 毎月５日 ・高齢者の交通安全日 毎月５日
・自転車の交通安全日 毎月８日 ・自転車の交通安全日 該当なし。
・市民の交通安全日 毎月２０日 ・県民の交通安全日 毎月２０日
・交通安全対策会議 ２回/年 ・交通安全対策会議 該当なし。
・交通安全都市推進協議会 ６回/年 ・牟礼町交通安全対策協議会 随時
・交通安全母の会連絡協議会 １６回/年 ・交通安全母の会 １回/年
・各種交通安全会議 ２５回/年

　高松市の制度に統一する。

　

　高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 交通安全運動

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町



１　交通安全指導 ・交通安全母の会指導者研修会  該当なし。 ・牟礼町では、交通安全指導者研修会を

　　者研修会 ・保育所、幼稚園、小学校交通安全担当者研修会 実施していない。

・老人クラブ指導者研修会 ・交通安全教室の開催回数等に差異があ

・PTA指導者研修会 る。

・校区（地区）交通安全母の会研修会 ・街頭交通指導の実施主体等に差異があ

・高齢者交通指導員研修会 る。
・交通指導員の活動内容等に差異がある。

２　交通安全教室 ・保育所 ２回／年（年間延べ１００回） ・保育所 １回／年（年間延べ４回）
　　の開催 ・幼稚園 ２回／年（年間延べ８８回） ・幼稚園 １回／年（年間延べ４回）

・小・中学校 １回または２回／年（年間延べ６６回） ・小・中学校 １回または２回／年（年間延べ４回）
　高松市の制度に統一する。

・高齢者 延べ１５回／年 ・高齢者 該当なし。
・母親教室 延べ８回／年
・地域、団体 延べ１８回／年 ・婦人会 該当なし。

３　街頭交通指導 交通安全協力会・ＰＴＡ・子ども会育成協議連絡会等 交通指導員が平日毎朝３０分ほど実施している。
　　の実施主体等 が実施している。
４　マナーアップ （指定） （指定） 牟礼町交通安全モデル地区
　　モデル地区 　毎年度３地区を指定 毎年１自治会を指定
　　事業 （目的） （目的） 交通事故防止、安全で快適な町づくりの

　全市民の模範となる交通安全活動を実践すること ため各地区に根付いた交通安全活動を
により、交通マナーの向上を図るとともに市民福祉 積極的に推進することにより、交通安全  高松市の制度に統一する。

の増進と交通安全都市の実現を図る。 思想の普及高揚を図り交通事故のない、
住よいまちづくりを目指すものである。

５　交通指導員の （活動内容等） （活動内容等）
　活動 　４名の交通指導員により、保育所等での交通安全  １０名の交通指導員が、平日毎朝、町内主要箇所

教室（年間約３００回開催）に出向き、指導を行うほ にて、主に小中学生を対象とした街頭指導を行って
か、交通安全行事等を通じ、交通安全に係る指導・ いる。また、交通安全行事の指導者や来賓として行
教育・啓発活動を推進している。 事に参加している。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 交通安全活動

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１6　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木
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１　保育所・幼稚 ①目的 ①目的 　保育所・幼稚園・学校関係資材の配布物

　　園・学校関係 新入学児童に対して交通事故にあわないように 高松市と同じ。 等に差異がある。

　　資材 　交通安全用品を贈呈する。
②配布物 ②配布物
　（保育所・幼稚園） 　（保育所・幼稚園）

鈴付リボン、交通安全絵本、紙芝居 鈴付リボン、こじかクラブワッペン（さぬき地区
　（小学校） 交通対策連絡協議会より）

鈴付リボン、ランドセルカバー、黄色いワッペン、 　（小学校）
黄色いハンカチ、交通安全絵本 鈴付リボン、ランドセルカバー（さぬき地区

　（中学生） 交通対策連絡協議会より）
該当なし。 　（中学生） 　高松市の制度に統一する。

該当なし。

２　街頭補導用 （目的） 　該当なし。
　　資材 　児童の登校の安全確保

（配布物）
　指導旗、帽子、腕章
（対象者等）
　街頭補導員

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　高松市の制度に統一する。

分　　　　類 交通安全資材の配布

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　名称 　高松市市民交通傷害保険 　牟礼町交通傷害保険

２　加入者の資格 　市内に住所を有する者（外国人登録者を含む）

　町内に通勤及び通学している者
３　保険期間 　毎年４月１日から翌年３月３１日まで 　毎年１１月１日から翌年１０月３１日まで

　（中途加入は加入の翌日から） 　（中途加入は加入受付時）

４　保険料 　年間１人１口　７２０円（２口まで加入可） 　年間１人２口　１，２００円

５　保険請求期間 　交通事故発生日から２年以内 　高松市と同じ。 　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町地域における保険期間に

６　保険金 死亡・後遺障害の場合 １００万円 死亡・後遺障害の場合 ２００万円 ついては、合併時までに調整するものとす

傷害を受けた場合 下記のとおり 傷害を受けた場合 下記のとおり る。
　なお、牟礼町で加入した保険金請求期間
が存する間は、高松市が、その事務を引き

治療期間6ヶ月以上 治療期間6ヶ月以上 継ぐ。

治療期間5ヶ月以上6ヶ月未満 治療期間5ヶ月以上6ヶ月未満
治療期間4ヶ月以上5ヶ月未満 治療期間4ヶ月以上5ヶ月未満
治療期間3ヶ月以上4ヶ月未満 治療期間3ヶ月以上4ヶ月未満
治療期間2ヶ月以上3ヶ月未満 治療期間2ヶ月以上3ヶ月未満 　高松市の制度に統一する。

治療期間1ヶ月以上2ヶ月未満 治療期間1ヶ月以上2ヶ月未満
治療期間1週間以上1ヶ月未満 治療期間1週間以上1ヶ月未満
治療期間1日以上1週間未満 治療期間1日以上1週間未満

　町の区域内に居住し、住所登録をしている者
　（外国人登録者を含む）

　加入者の資格、保険期間、保険料等に差
異がある。

　ただし、保険期間については、合併時ま
でに調整するものとする。

40,000
20,000

傷　害　の　程　度
保険金
（円）

240,000

10,000

180,000
140,000
100,000
60,000

傷　害　の　程　度

30,000
20,000

（円）

10,000
5,000

120,000
90,000
70,000
50,000

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 市・町民交通傷害保障

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

保険金
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１　放置自動車 （内容） 　該当なし。 ・牟礼町では放置自動車対策を行ってい

　　対策 　放置自動車の発生を防止するとともに適正な処理 ない。

を行う。 ・放置自転車等の禁止区域、撤去までの

（対象車両） 放置期間及び移送保管料に差異がある。

　１２５ｃｃを超える車両（２輪車を含む） ・牟礼町では、放置自転車保管後の再利

（対象区域） 用を行っていない。

　道路、公園、公営住宅、その他国又は公共団体が
設置・管理する場所

　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町地域における「放置禁止
区域」については、「放置禁止区域、放置
整理区域以外の区域」として取り扱うもの
とする。

　高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 放置車両等対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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２　放置自転車 （内容） （内容）
　　対策 　公共の場所から放置自転車を排除し、歩行者等の 　町民の良好な生活環境を確保し、町の美観を維持

通行の安全と円滑を確保し、良好な都市環境を保持 するとともに、町民生活の安全を図る。
する。
（放置禁止区域） （放置禁止区域）
　JR四国高松駅地区、中央通り、美術館通り、琴電 琴電八栗駅周辺
瓦町駅地区、サンポート高松地区、琴電栗林公園 琴電大町駅周辺
駅地区
・放置期間 ・放置期間
　２時間以上 　７日以上
（放置整理区域）
　JR四国栗林駅地区、琴電片原町駅地区
・放置期間
　２日以上
（放置禁止区域、放置整理区域以外の区域）
・放置期間
　７日以上
（整理及び撤去） （整理及び撤去）
・放置禁止区域、整理区域及び自転車等駐車場内 ・放置禁止区域及び自転車駐輪場内の放置自転車
の放置自転車等の整理を行うため、定期的に警告札 等の整理を行うため、定期的に警告札などの貼り付
等の貼り付けを行い、一定期間・期間経過後撤去作 けを行い、一定期間経過後撤去作業を実施。その他
業を実施。その他区域についても、通報等により、随 区域についても通報等により、随時撤去作業を実施
時撤去作業を実施している。 している。
・撤去した自転車等は、保管所に６０日間保管し、そ ・撤去した自転車等は、保管所に６箇月間保管し、そ
の間所有者等の調査を行い、返還通知を行う。 の間所有者等の調査を行い、返還通知を行う。
・返還時には、移送保管料として、自転車１,５００円、 ・返還時には移送費５００円と、保管費２,０００円を上
原動機付自転車２,５００円の徴収を行う。 限として徴収を行う。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

分　　　　類 放置車両等対策

- 51 - 



３　放置自転車 ①レンタサイクルシステム 　該当なし。
　　保管後の再 　　（レンタサイクルポート設置場所）
　　利用 　　瓦町地下レンタサイクルポートほか４か所

　　（配置台数）　
　　７４０台

　　（料金）
学生等

②放置自転車の一般販売
　　放置自転車のうち引き取り手がなく再利用が可
　能な自転車を、自転車商組合が設立した高松市
　自転車リサイクル推進協会へ売却し、同推進協会
　に加盟している２９の自転車店が点検・整備を行い
　各店舗で一般販売を行っている。

年度 販売台数
13 ３４７台
14 ６７０台
15 ６３６台

定期利用
1か月

5,500円 5,000円

２４時間以内 100円

２４時間超 24時間までごとに100円

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 放置車両等対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

2,000円

区分

一時利用

調　　　　　　整　　　　　　案

部　 会 　名 土　　　木

1,800円

３か月

一般

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業

問　　題　　点　　・　　課　　題
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１　目的 　該当なし。 　チャイルドシートの着用を推進し、自動車運転中の 　高松市では、チャイルドシート助成を実施

子どもの安全を守り、交通事故の軽減を図る。 していない。

２　対象

３　支給数 　乳幼児の人数に応じて１人につき１回限り。

４　支給額 　１乳幼児につき５,０００円以内助成する。

　牟礼町地域におけるチャイルドシート助成
については、合併年度及びこれに続く３年
度に限り、現行のとおり実施するものとす
る。

　牟礼町地域におけるチャイルドシート助成
については、合併年度及びこれに続く３年
度に限り、現行のとおり実施するものとす
る。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 チャイルドシート助成

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

　牟礼町内在住の６歳未満の乳幼児の保護者。
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１　内容 　減便や廃止になっている路線バスに対し、市民の
足の維持・確保のため、１２の路線に対して補助して
いる。

２　対象路線

　高松市の制度を適用する。

浦生 高松駅 浦生

引田線（引田） 高松駅 引田

川島（サンメッセ） 高松駅 川島車庫前

西植田（サンメッセ） 高松駅 西植田

調　　　　　　整　　　　　　案

川島（レインボー） 高松駅 川島車庫前

御厩 県立体育館前 県立総合プール

川島 高松駅 川島車庫前

弓弦羽（宮脇） 高松駅 弓弦羽

弓弦羽（県体） 高松駅 弓弦羽

対　　　　　　応　　　　　　策

弓弦羽 高松駅 弓弦羽

市民病院
ループバス

新北町 市民病院

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾚｲﾝ
ﾎﾞｰ循環バス

高松駅 高松駅

問　　題　　点　　・　　課　　題

路線名
運行系統

起　　点 終　　点

   該当なし。

分　　　　類 生活バス路線維持

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１6　交通関係事業 部　 会 　名 都　市　開　発
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協議第３８号資料 
 
 
 

「「上上水水道道事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 経 営 形 態 、 会 計 制 度 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５６ 

 水 道 料 金 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５７ 

 給 水 装 置 新 設 等 負 担 金 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５８ 

 手 数 料 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９～６０ 

 浄 水 施 設 の 維 持 管 理 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６１ 

 受 付 ・ 収 納 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６２ 

 漏 水 対 策 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６３ 

 水 質 検 査 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６４ 

 参 考 資 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５～６８
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・上水道事業 　高松市と同じ。   事業認可が異なっている。

・地方公営企業法適用事業

２　会計制度 ・企業会計（複式簿記） 　高松市と同じ。

３　事業認可

　事業認可については、牟礼町の事業を含
めた事業認可とするため、高松市の事業認
可の見直しを行う。

１　経営形態

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

２４－１７　上水道事業

経営形態、会計制度等

部　 会 　名 水　　道協 定 項 目

分　　　　類

項　　　　目

  牟礼町の上水道事業は、高松市の上水
道事業に統合する。

高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

・「水道施設整備事業」
・平成１５年７月　事業認可
・内容
　給水区域　高松市内（一部を除く）、三木町、
　　　　　　　　国分寺町の一部
　給水人口　３３３，２００人

　給水量　　 １５４，１００m３（計画１日最大）
　水源の種別等　表流水、伏流水、貯留水、
　　　　　　　　　　　浄水受水
・目標年次　平成２９年度

・第４次拡張事業
・平成１３年８月　事業認可
・内容
  給水区域　牟礼町
  給水人口　１９,２３０人

  給水量　 　９,９００m３（計画１日最大）
  水源の種別等  浄水受水（県営水道用水）

・目標年次　平成２５年度



１　料金体系

（１）基本料金（１か月につき） （１）基本料金・超過料金（１か月につき）

ｍｍ 水量 料金 水量

ｍｍ 家庭用

ｍｍ 工業用

ｍｍ 営業用

ｍｍ 湯屋用

ｍｍ 臨時用 3,300円 10m
3
につき

ｍｍ 特殊用 1,600円 1m3につき

ｍｍ 家庭用 1世帯5人まで 1人につき

計量制/家庭用

（２）従量料金（１ヶ月につき） 計量制/家庭用

（２）メーター維持管理費（１か月につき）
維持管理費 口　径 維持管理費

100円 50ｍｍ 1,800円

180円 75ｍｍ 2,100円

200円 100ｍｍ 2,700円

320円 125ｍｍ 4,000円

380円

・毎月（１か月に１回）検針
・毎月（１か月に１回）調定（請求）

※
料金の比較表
　＝参考資料
　　 参照

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

２４－１７　上水道事業 部　 会 　名 水　　道協 定 項 目

水道料金

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

分　　　　類

項　　　　目 問　　題　　点　　・　　課　　題

　次の（１）、（２）の合計額に１００分の１０５を乗じた額。
　ただし、１円未満は切り捨てる。

　次の（１）、（２）の合計額に１００分の１０５を乗じた額。ただ
し、１円未満は切り捨てる。

　料金体系及び検針・調定期間が異なってい
る。

メータ口径 金　　額
種別 用途

基本料金 超過料金（１? 当たり又は人員）

13 1,000円 料金

20 2,000円

計量制 10m
3
ま

で

900円 1m
3
につ

き
200円

25 3,000円

40 7,600円

50 16,000円

75 34,000円 3,300円

100 62,000円 400円

150 160,000円 定額制

900円

220円 　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町地域において、１か月の水道
料金が増加するものについては、合併後最初
の１年間は概ね７５％、２年目は概ね５０％、
３年目は概ね２５％を減免するものとし、合併
後４年目に高松市の水道料金と同額になるよ
う段階的に調整するものとする。

共用 1世帯

10m3まで
1m3に
つき

200円
連用

口　径 　ただし、遠隔操作の
場合は口径１３ｍｍ以
上
４０ｍｍまで１か月につ
き２００円、口径５０ｍｍ
以上１２５ｍｍまで１か
月につき４００円を加算
する。

13ｍｍ

種別 用途等の別

金　　　額

使用水量
単価

(1m
3
につき)

専用栓

一般用
　ﾒｰﾀ口径
　13㎜、
　20㎜

1m
３
から10m

３
まで 40円

11m
３
から20m

３
まで 130円

101m
３
以上 240円

480円

20ｍｍ

21m
３
から100m

３
まで 200円 25ｍｍ

30ｍｍ

一般用
　ﾒｰﾀ口径
　25㎜以上

1m
３
から20m

３
まで 130円 40ｍｍ

21m
３
から100m

３
まで 200円

101m
３
以上 240円 調　　　　　　整　　　　　　案

湯屋用

1m
３
から20m

３
まで 65円 　高松市の制度に統一する。

　ただし、牟礼町地域において、１か月の水道
料金が増加するものについては、合併後４年
目に高松市の水道料金と同額になるよう段階
的に調整するものとする。

21m
３
から100m

３
まで 100円

101m
３
以上 120円

特殊用

・隔月（２か月に１回）調定（請求）

連用栓
各戸一般用ﾒｰﾀ口径13mmで均等使用したもの
として算定する。

２　検針・調定 ・隔月（２か月に１回）検針
　　間  
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　負担金の額が異なっている。

２　負担金の額 ① ①

　高松市の制度に統一する。

②メータの口径の増加の申込者から徴収する負担
　金は、申込みの口径に係る負担金と申込前の口
　径に係る負担金との差額とする。

75㎜ ４，６６２，０００円
100㎜ ９，５１３，０００円
150㎜ ２６，２７１，０００円

２，１４２，０００円
３，８４３，０００円
５，９８５，０００円

９４５，０００円

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

２４－１７　上水道事業

給水装置新設等負担金

部　 会 　名 水　　道協 定 項 目

分　　　　類

３　負担金の権利 　土地に帰属する。

１　徴収対象者
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

　　差額表
　　＝参考資料参
　　　 照

40㎜ ８１９，０００円
50㎜ １，７０１，０００円

　給水装置の新設及びメータ口径の増加の申込者

13㎜
２０㎜
２５㎜

メータ口径

　高松市と同じ。

金額（１か所につき）

20㎜
25㎜

メータ口径

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
３０㎜

　高松市と同じ。

５０㎜

②メータの口径の増加の申込者から徴収する負担
　金は、申込みの口径に係る負担金と申込前の口
　径に係る負担金との差額とする。

７５㎜
１００㎜
１２５㎜

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題牟　　　　　　礼　　　　　　町

４０㎜

金額（１か所につき）
６３，０００円

１８９，０００円
２５２，０００円
３７８，０００円
５６７，０００円

13㎜ ６３，０００円
１８９，０００円
３１５，０００円



　該当なし。

　該当なし。

　該当なし。

分　　　　類

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 問　　題　　点　　・　　課　　題牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

金額（1件につき）

新設工事

・牟礼町では、設計審査・しゅん功検査・穿
孔・指定工事店登録手数料を徴収していな
い。

・高松市では、量水器代・開栓手数料を徴
収していない。

3,000円

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

２４－１７　上水道事業

手数料

部　 会 　名 水　　道協 定 項 目

種　別

2,000円

改造工事 2,000円

種　別 金額（1件につき）
対　　　　　　応　　　　　　策

新設工事 3,000円

改造工事

調　　　　　　整　　　　　　案

１　設計審査手数
　　料

２　しゅん功検査
　　手数料

３　穿孔手数料
　高松市の制度に統一する。

　高松市の制度に統一する。
　なお、牟礼町の指定工事店は、合併時に
高松市の登録業者として取り扱うものとす
る。

(円）

分水栓穿孔 不断水穿孔
20mm 6,300
25mm 6,300
40mm 10,500
50mm 15,855
75mm 17,745

100mm 26,355

　給水管
口　径

金額（１件につき）
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４　量水器代 　該当なし。

７５㎜　１１３，０００円

　該当なし。

　１件につき、17,000円 　該当なし。

２５㎜　　　９，４００円
４０㎜　　３０，１００円　

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

部　 会 　名

分　　　　類

６　指定工事店登
　　録手数料

協 定 項 目 水　　道

行政制度等現況調書・調整方針

２４－１７　上水道事業

　メータ口径に関係なく、手数料として５００円を徴収
している。

手数料

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

５　開栓手数料

５０㎜　　６６，０００円、８３，０００円

１３㎜　　　５，０００円
２０㎜　　　８，８００円
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①浄水場　御殿、浅野、川添浄水場の３か所 ①配水池（県水受水）　２か所
②配水池　５か所 ②ポンプ所　２か所

項　　　　目

・浄水場は、直営５直２交代制で２４時間体制２　維持管理体制

高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

２４－１７　上水道事業

浄水施設の維持管理

部　 会 　名 水　　道協 定 項 目

分　　　　類

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

　牟礼町の施設は、遠隔地にあることから、
効率的な維持管理体制が必要である。

・夜間休日に異常があれば、役場の宿直者より自宅
待機職員（５名で交代）に連絡があり対応する。

・役場に監視システムがある。

・日常点検は行っていない。異常があれば現地対応
とする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

　牟礼町の配水池等施設については、適
切な維持管理を行う。

１　浄水施設

・浄水場の点検は、３時間ごとに施設点検、水質検
　査、薬品注入の調整を実施。

・取水施設は、朝晩見回りをし、取水量の調整、ゴミ
　の除去などを実施。

調　　　　　　整　　　　　　案

　牟礼町の配水池等施設については、御
殿浄水場における遠隔監視システムによる
集中監視を行い、適切な維持管理を行う。
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　高松市の制度に統一する。

受付・収納

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

２４－１７　上水道事業 水　　道

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

協 定 項 目

分　　　　類

２　収納事務

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市
　水道の開栓、閉栓、使用者変更等諸届の受付は、
電話またはファックスで受付している。

１　受付事務

　水道料金については、口座振替や金融機関及び
水道窓口での直接納付により収納している。
　また、コンビニ収納（夜間・休日）も実施している。

　開栓は、メータ口径に関係なく、手数料５００円を徴
収しているので、役場で受付している。

・牟礼町では、水道料金等の収納につ
いて私人と収納委託契約を交わしてい
る。

・受付事務及び収納事務が、異なって
いる。

　

調　　　　　　整　　　　　　案

　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町の水道料金等の収納
委託については、合併時までに調整す
る。

対　　　　　　応　　　　　　策

　水道料金等の収納について，６人の私人と収納委
託契約を交わしている。

　閉栓、使用者変更等諸届の受付は、規定の申請様
式で窓口またはファックスで受付している。（押印は
特に必要としない。）

　水道料金については、口座振替や金融機関及び
水道窓口での直接納付により収納している。
　また、コンビニ収納（夜間・休日）も実施している。
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・漏水修繕待機体制が異なっている。

　指定工事店の待機体制はとってない。

　高松市の制度に統一する。

 高松市の制度に統一する。

　役場宿日直職員からの連絡により、水道課の当番
職員に連絡を取り、緊急呼び出しを行い、水道課職
員が指定工事店に連絡して対応している。

・牟礼町では、漏水調査業務を定期的に
行っていない。

　道路上及び個人敷地内で発生する漏水の修繕
に、３６５日、２４時間迅速に対応するため、局職員に
よる宿日直体制及び上下水道工事業協同組合によ
る修繕待機体制で対応している。

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

２４－１７　上水道事業

漏水対策

部　 会 　名 水　　道協 定 項 目

分　　　　類

　地下漏水の早期発見を行うため、町内全域を対象
に、平成１６年度から３年計画で、町内全域を調査し
ている。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

２　漏水調査業務 　地下漏水の早期発見を行うため、市内全域を対象
に、市街地区は毎年、その他周辺地区は東部、西
部、南部の３地区に分け３年毎に実施している。

対　　　　　　応　　　　　　策

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町高　　　　　　　松　　　　　　　市
１　漏水修繕待機
　　業務

項　　　　目
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１　検査体制 ・水質検査体制が異なる。

２　定期水質検査 ①毎日検査：６か所の給水栓で実施

３　臨時水質検査 ①水源の水質が著しく悪化したとき。　 ①水源の水質が著しく悪化したとき。　
②水源に水質異常があったとき。　
③浄水処理工程に異常があったとき等に実施　

　該当なし。

　高松市の制度に統一する。

　住民等からの問い合わせに対し、公表している。　水質の安全性について、水質年報の作成や水道
広報紙、ホームページ等で公表している。

６　情報提供

　水道事業認可及び変更認可を申請する場合に必
要とする水質検査を実施

　直営（水質管理センター）

①毎日検査：３浄水場の浄水及び県営水道用水を
　受水する３か所の配水池並びに１８か所の給水栓
　で実施

②毎月検査：原水及び浄水。給水栓は、６か所で
　毎月検査、１８箇所で隔月検査を実施

問　　題　　点　　・　　課　　題牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市
外部委託（香川県東讃保健福祉事務所及び香川

県環境保健研究センター）

②毎月検査：２か所の給水栓で実施

・その他緊急時の水質検査及び情報提供
の方法が異なっている。

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

２４－１７　上水道事業

水質検査

部　 会 　名 水　　道協 定 項 目

分　　　　類

調　　　　　　整　　　　　　案
５　その他緊急時
　　の水質検査

　お客さまからの請求を受けたときの緊急時の水質
検査及び水質相談

③毎年検査：原水及び浄水並びに６か所の給水栓
　は年４回、また、県営水道用水を受水する３か所
　の配水池は、年２回実施

４　工事設計書に
　　記載すべき水
　　質検査

③毎年検査：２か所の給水栓で実施

　高松市と同じ。

　高松市の制度に統一する。
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参考資料 

 

１ 経営形態と会計処理 

牟礼町水道事業を高松市水道事業に統合する。 

会計処理についても高松市水道事業会計に統一して処理する。 

 

２ 水道料金 

牟礼町の水道料金は、合併時に高松市の料金に統一する。 

ただし、料金統一に伴い、負担が増加するものについては、急激な負担の増

加をさけるため、その増加額について、合併後３か年の段階的緩和措置を適用

し、４年目に高松市の水道料金に合わせるものとする。 

 

 

○水道料金の比較 

１か月の
使用水量

高松市 牟礼町 差　額
１か月の
使用水量

高松市 牟礼町 差　額

ｍ3 円 円 円 ｍ3 円 円 円

0 1,050 1,050 0 0 3,150 1,155 1,995
10 1,470 1,050 420 ※　29 7,770 5,145 2,625
15 2,152 2,100 52 50 12,180 9,555 2,625

※　20 2,835 3,150 △ 315 100 22,680 20,055 2,625
30 4,935 5,250 △ 315 150 35,280 30,555 4,725
50 9,135 9,450 △ 315 200 47,880 41,055 6,825

100 19,635 19,950 △ 315 500 123,480 104,055 19,425
110 22,155 22,050 105 0 7,980 1,344 6,636
150 32,235 30,450 1,785 100 27,510 20,244 7,266

0 2,100 1,134 966 ※　145 38,850 29,694 9,156
10 2,520 1,134 1,386 200 52,710 41,244 11,466
15 3,202 2,184 1,018 400 103,110 83,244 19,866
20 3,885 3,234 651 500 128,310 104,244 24,066
30 5,985 5,334 651 1,000 254,310 209,244 45,066
50 10,185 9,534 651

※　71 14,595 13,944 651
100 20,685 20,034 651 （注）　※印は各口径別の平均使用水量を示している。

150 33,285 30,534 2,751

メータ口径
２０㎜の場合

メータ口径
４０㎜の場合

家庭用 家庭用

メータ口径
２５㎜の場合メータ口径

１３㎜の場合

 

 

 

○高松市の料金に統一して料金が高くなる場合とその対応 

 

 牟礼町の水道使用者の９１．４％を占める口径１３㎜家庭用の場合、負担が

減少する使用者は、１か月の使用量１６ｍ 3から１０７ｍ 3で５９．４％、また、

口径１３㎜工業用・営業用などを合わせると、全体の６２．４％が減少し、負

担の増減がないものの比率は３．４％となっている。 

一方、口径１３㎜家庭用の場合で、１か月の使用量が１５ｍ 3以下について

は、牟礼町では基本料金に基本水量１０ｍ 3が含まれていることから高くなり、

また、１０８ｍ 3以上と口径２０㎜以上の大口使用者についても、基本料金や従

量料金の水準が高松市の方が高いことから、全体では３４．２％が高くなる。 

 負担が増える使用者の中には、増加額の幅が大きくなるものがあることから、

統一後の料金が低くなるものについては、そのまま高松市の料金を適用し、統

一後の料金が高くなるものについては、合併後の３年間に段階的な緩和措置を

行い、４年目に高松市の料金に統一するものとする。 
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緩和措置の適用方法は、水道料金の増加額について、概ね、１年目はその 

７５％を、２年目は５０％を、３年目は２５％を減免措置するものとする。 

 

 

○緩和措置を適用した場合の水道料金の推移 

（４年目に高松市の料金と統一） 

１か月の
使用水量

牟礼町
の料金

高松市
の料金

（㎥） （円） １年目 ２年目 ３年目 4年目 （円）
5 1,050 1,102 1,155 1,207 1,260 1,260
10 1,050 1,155 1,260 1,365 1,470 1,470
15 2,100 2,112 2,126 2,138 2,152 2,152

150 30,450 30,896 31,342 31,788 32,235 32,235

合併後の料金（円）

メータ口径 １３㎜
　　家庭用の場合

 

 

○牟礼町給水世帯数内訳 

59.4%

負担減 4,217件

91.4% 2.9%

6,485件 同　額 206件

29.1%

100％ 負担増 2,062件

給水世帯数 7,099件

3.0%

負担減 212件

8.6% 0.5%

614件 同　額 39件

5.1%

負担増 363件

１件１か月当たり平均減少額
　　　　　　　　　３３０円

１件１か月当たり平均増加額
　　　　　　　　　２３１円

口径13㎜家庭用
(連用栓家庭用を含む)

その他
(口径20㎜以上、工
業用、営業用等)

 

○牟礼町における使用実績の分布 

(１か月につき)

使用量

　０ｍ3～１０ｍ3 1,655 23.3%

１１ｍ3～２０ｍ3 2,374 33.5%

２１ｍ3～３０ｍ3 1,387 19.5%

３１ｍ3～１００ｍ3 1,058 14.9%

１０１㎥～ 11 0.2%

小計 6,485 91.4%

家庭用メータ口径２０㎜以上 102 1.4%

工業用 132 1.8%

営業用 274 3.9%

臨時用 19 0.3%

特殊用 87 1.2%

合計 7,099 100.0%

該当栓数 構成
使　用　区　分

　牟礼町の栓数の構成は、家庭用
メータ口径１３㎜（連用栓家庭用を
含む）が９１．４％を占める。

　このうち、１か月に１０ｍ3までの使

用者が２３．３％、３０ｍ3までの使用
者になると７６．３％を占める。

家庭用
メータ口径13㎜
（連用栓家庭用を含む)
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 ○料金表の比較（参考） 

 

高松市水道料金表 牟礼町水道料金表

（１）基本料金（１か月につき） （１）メーター維持管理費（１か月につき）

金　　額 口径 維持管理費

13㎜ 100円

20㎜ 180円

25㎜ 200円

30㎜ 320円

40㎜ 380円

50㎜ 1,800円

75㎜ 2,100円

100㎜ 2,700円

125㎜ 4,000円

（２）従量料金（１か月につき）

（２）基本料金・超過料金（１か月につき）

水　量 料金 水量等 料金

家庭用

工業用

営業用

湯屋用

臨時用 3,300円 10ｍ
3
につき 3,300円

特殊用 1,600円 1ｍ
3
につき 400円

定額制 家庭用 1世帯5人まで 1人につき 220円

共用 計量制/家庭用

連用 計量制/家庭用

計量制 10ｍ
3
まで

1世帯10ｍ
3

まで

900円

900円 1ｍ
3
につき 200円

1ｍ
3
につき 200円

基本料金 超過料金

　ただし、遠隔操作の場合は、口径13㎜から40㎜までは１か月に
つき200円を、口径50㎜から125㎜までは１か月につき400円を加
算する。

　次の（１）、（２）の合計額に１００分の１０５を乗じた額。
ただし、１円未満は切り捨てる。

種別 用　途

　次の（１）、（２）の合計額に１００分の１０５を乗じた額。
ただし、１円未満は切り捨てる。

13㎜

20㎜

11ｍ３から20ｍ３まで 130円

25㎜

40㎜

75㎜

50㎜

40円

101ｍ３以上 240円

200円

21ｍ３から100ｍ３まで 200円

 1ｍ３から20ｍ３まで 130円

101ｍ３以上 240円

101ｍ３以上 120円

21ｍ３から100ｍ３まで

21ｍ３から100ｍ３まで

 1ｍ３から20ｍ３まで 65円

連用栓
各戸一般用ﾒｰﾀ口径13㎜で均等使用したも
のとして算定する。

480円

専用栓

一般用
　ﾒｰﾀ口径
　13㎜、
　20㎜

一般用
　ﾒｰﾀ口径
　25㎜以上

湯屋用

特殊用

100円

 1ｍ３から10ｍ３まで

メータ口径

1,000円

2,000円

3,000円

7,600円

16,000円

34,000円

150㎜

金　　　額

単価
(1m3につき)

種別 用途等の別

100㎜

使用水量

62,000円

160,000円

 

 

３ 負担金・手数料 

  高松市の負担金・手数料に統一する。 

  新設工事をした場合の費用は、負担金と各手数料が必要なことから、高松市

に統一した場合、一般住宅で平均７,３００円牟礼町より高くなり、改造工事に

おいても、４,０００円負担が増える結果となるが、負担金・手数料は毎年負担

するものではなく、影響は少ないと判断される。 
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　　負担金の比較 （単位：円）

メータ口径 高松市 牟礼町 差  額

１３㎜ 63,000 63,000 0

２０㎜ 189,000 189,000 0

２５㎜ 315,000 252,000 63,000

４０㎜ 819,000 567,000 252,000

５０㎜ 1,701,000 945,000 756,000  

（新設工事：家庭用） (単位:円） （改造工事：家庭用） (単位:円）

高松市 牟礼町 差　額 高松市 牟礼町 差　額

負　担　金 63,000 63,000 0 設計審査手数料 2,000 0 2,000

設計審査手数料 3,000 0 3,000 しゅん功検査手数料 2,000 0 2,000

しゅん功検査手数料 3,000 0 3,000 合　　　計 4,000 0 4,000

穿孔手数料 6,300 0 6,300

量水器代 0 5,000 △ 5,000 牟礼町は申請用紙代のみ請求１枚５０円

合　　　計 75,300 68,000 7,300

【高松市及び牟礼町で給水装置の新設又は改造工事を施工した場合の費用負担例】

試算条件 ： ダクタイル鋳鉄管から給水管口径２０㎜で
引込し、１３㎜のメータを設置した場合

試算条件 ： 既設給水装置（２５㎜未満）を使用して改造
工事を施工した場合

高松市の穿孔手数料については，自社穿孔の場合は
徴収しない。

 

 

 

４ 牟礼町の水道施設の維持管理 

  高松市水道局で管理する。 

牟礼町の配水池等の施設は広範囲にあることから、効率的に管理するため、

遠隔監視システムによる集中監視などで効率的対応を図る。 

配水管等については、残存している石綿セメント管の早期解消を図るとともに、

主要幹線配水管のバイパス管布設や市町間の相互融通管の布設、老朽施設の更新

などを行い、安定給水を図る。  
 

５ 牟礼町におけるお客さまサービスの向上 

① 牟礼町においては、平成１２年度まで鉛管を使用しており、鉛管の使用率が

高く、鉛管の取替については、下水道工事及び修繕工事時等で行っている。  
   今後は、高松市水道事業鉛製給水管解消基本計画に基づき、石綿管更新、下水

道等工事、漏水修繕工事時等、機会あるごとに鉛管解消を図るとともに、助成制

度も適用して水道水の安全性の確保に努める。  
② 漏水修繕等について、漏水調査や修繕体制などが確立されており、緊急時

の対応が充実する。 

③ 水道料金の納付について、コンビニ収納（夜間・休日）が可能となり、利

便性が向上する。 

 ④ 水質試験等については、自己検査体制を有していることから、水源からじ
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ゃ口までの水質管理について、きめ細かなお客さま対応とともに緊急時の検

査等の対応が可能となり、また、情報提供についても、水質年報や水道広報

紙、インターネット等で公表することにより、安全性の向上が図れる。 

 ⑤ 自己処理水源の確保により、水の相互融通が図られ、災害時等においても

安定給水を行うことができる。 

⑥ 県営水道用水の受水比率が１００％となっていることから、自己処理水と

の併用により、平成１８年度に予想される県営水道用水の料金値上げに対し

ても、水道料金への影響を少なくすることができる。 
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協議第３９号資料 
 
 
 

「「  消消防防防防災災関関係係事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 常 備 消 防 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０～７２ 

 防 災 団 体 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ７３ 

 地 域 防 災 計 画 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ７４ 

 防 災 行 政 無 線 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ７５
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１　運営主体

２　組織体制

３　消防署所

　高松市 　讃岐地区広域消防組合
　（一部事務組合）

消防局 総務課 総務課
予防課 （三木町） 予防課
消防防災課 警防課
情報指令課 消防署

東分署　（牟礼町）
北消防署 西分署　（香川町）

朝日分署
南消防署

太田出張所
仏生山出張所
円座出張所

東消防署 　一部事務組合の行政機構図
川添出張所
山田出張所

西消防署
綾歌東部分署
国分寺出張所

　１局　４署　２分署　６出張所

幹事
消防本部

　常備消防については、協定項目第１６号
「一部事務組合等の取扱い」の協議による
ものとする。

副管理者

収入役

問　　題　　点　　・　　課　　題
 運営主体に差異がある。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　常備消防については、協定項目第１６号
「一部事務組合等の取扱い」の協議による
ものとする。

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防

監査委員 管理者 組合議会議員

（参考）

関係6町

消防本部

１本部　１署　２分署



４　人員
消防局 総務課 １３人 総務課 ５人 （県派遣１人）

予防課 １９人 予防課 ７人
消防防災課 　６人 警防課 ９人
情報指令課 １９人 消防署 ２８人

東分署 ２５人
北消防署 ６９人 西分署 ２５人

朝日分署 ３２人
南消防署 ４６人

太田出張所 １２人 計 ９９　人
仏生山出張所 １２人
円座出張所 １８人

東消防署 ３８人
川添出張所 １２人
山田出張所 １８人

西消防署 ３８人
綾歌東部分署 ２１人
国分寺出張所 １２人

計 ３８５　人

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

消防本部

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防
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５　消防車両 1 広報車 2 消防本部 火災原因調査車 1
1 支援車 1 （三木町） 査察車 1

査察車(軽） 2 積載車（軽） 1 連絡車 2

指令車 1 救助工作車 1 防火号 1
タンク車 1 広報車 1 救助工作車 1
ポンプ車 1 査察車 1 指令車 1
梯子車 2 積載車 1 消防ポンプ自動車 2
化学起動車 1 電源照明車 1 水槽付消防ポンプ自動車 1

2 水槽車 1 軽四積載車 1
ポンプ車 1 1 高規格救急車 2
化学車 2 査察車 1 梯子付消防ポンプ自動車 1
指令車 1 梯子車 1 （牟礼町） 消防ポンプ自動車 1
タンク車 1 広報車 1 水槽付消防ポンプ自動車 1
救助工作車 1 査察車 1 軽四積載車 1

1 広報車 1
タンク車 1 高規格救急車 1
ポンプ車 1 　西分署 化学消防ポンプ車 1
ポンプ車 1 1 （香川町） 消防ポンプ自動車 1
指令車 1 1 水槽付消防ポンプ自動車 1
タンク車 1 広報車 1 積載車 1
ポンプ車 1 査察車（軽） 1 軽四積載車 1
ポンプ車 1 広報車 1
ポンプ車 1 1 高規格救急車 1
指令車 1 1
タンク車 1 広報車 1
ポンプ車 1 査察車（軽） 1
指令車 1 1
ポンプ車 2 査察車（軽） 1
ポンプ車 1

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

協 定 項 目 ２４－１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防

行政制度等現況調書・調整方針

東消防署

高規格救急車

高規格救急車

高規格救急車

太田出張所
仏生山出張所

円座出張所

高規格救急車

南消防署

消防署

東分署

消防局

北消防署

朝日分署

局指令車

調査車

高規格救急車

川添出張所
山田出張所
西消防署

綾歌東部分署

高規格救急車

高規格救急車

高規格救急車

国分寺出張所
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１　防火団体等 ・高松地区防火安全協会（会員数５８５事業所）
・高松市幼少年婦人防火委員会
・高松市幼年・消防消防クラブ連絡協議会
・高松市幼年消防クラブ（保育園幼稚園２０クラブ）
・高松市少年消防クラブ（小学校１５クラブ）
・高松市婦人防火クラブ連絡協議会
・高松市婦人防火クラブ（２８クラブ）

２　自主防災組織

　（支援） 　（支援）

　（組織数）
　　２２
　（結成自治会）
　　２８自治会

防災団体等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

分　　　　類

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名 消　　　　防２４－１９　消防防災関係事業

　牟礼町自主防災組織推進事業補助金交付規程に
基づき事業を行った組織に対し、補助を行っている。

　高松市防災資機材助成要綱に基づき防災資機材
を購入して配布している。

問　　題　　点　　・　　課　　題

    高松市の制度に統一する。

    防火団体及び自主防災組織に差異があ
る。

対　　　　　　応　　　　　　策
    高松市の制度に統一する。

調　　　　　　整　　　　　　案

　（組織数）
　　３２６
　（結成自治会）
　　４０７自治会

・牟礼北小学校少年消防クラブ
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１　名称 　高松市地域防災計画 　牟礼町地域防災計画 　地域防災計画に差異がある。

２　策定年度 　昭和３９年 　昭和４２年
　（平成８年度に震災対策編を作成している。） 　（平成１０年度に見直しをしている。）

３　目的 　市民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある災害　牟礼町における災害に係る災害予防、災害応急対
に係る災害予防、災害応急対策、および災害復旧に 策及び災害復旧に関し、町及び消防関係機関が処
関し、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、本市 理すべき事務又は業務の大綱を定め、防災対策を
の地域ならびに市民の生命、身体および財産を災害 総合的かつ計画的に推進し、町土並びに町民の生
から保護する。 命、身体及び財産を災害から保護することを目的とす

る。 　地域防災計画については、両市町の地域
４　計画の内容 　○　一般対策編 　○　一般対策編 特性等を踏まえ、合併後速やかに牟礼町地

１　総則 １　総則 域を含めた計画に見直す。
２　災害予防計画 ２　防災機関の業務の大綱
３　災害応急対策計画 ３　災害予防計画
４　災害復旧・復興計画 ４　災害応急対策計画
５　財政金融措置 ５　災害復旧計画

　○　震災対策編 　○　震災対策編
１　総則 １　総則
２　災害予防計画 ２　災害予防計画
３　災害応急対策計画 ３　災害応急対策計画 　高松市の制度に統一する。
４　災害復旧計画 ４　災害復旧計画

　○　資料編

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４-19　消防防災関係事業 部　 会 　名 総　　　　務

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 地域防災計画

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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１　目的 　市内において、災害が発生し、または発生する恐 　牟礼町の防災体制の確立のため、災害時における ・無線施設が異なる。

れがあるとき、市民の安全の確保のため、災害情報 通信連絡の確保と災害情報の伝達及び広報活動に
の収集及び伝達を円滑に行う事を目的として、設置 よる予告、通報等の連絡を円滑にし、住民の福祉の
している。 増進に資するため、無線放送施設を設置する。 ・牟礼町は、戸別受信機を貸与している。

２　施設 　【移動系無線】 　【移動系無線】
施設整備年度　 平成２年度 施設整備年度　 平成４年度
基地局 高松市役所　本庁舎内 基地局 牟礼町役場　本庁舎内
移動局数 ４９局 移動局数 30局
　車載携帯型 ２５局 　車載携帯型 10局
　集落可搬型 ２２局 　集落可搬型 －
　携帯型 　２局 　携帯型 20局
周波数ＭＨｚ ４６６．７６２５ＭＨｚ 周波数ＭＨｚ ４６６．０ＭＨｚ
（更新について、検討中。）

　【同報系無線】 　【同報系無線】
施設なし。 施設整備年度 平成６年度
（整備について、検討中。） 基地局 牟礼町役場　本庁舎内

屋外拡声子局数 ８局
戸別受信機設置数 ２，３９４戸
周波数 ６９．１５０ＭＨｚ

３　戸別受信機 該当なし。 　設置資格

　受信機　
貸与

　 　経費負担
１台当たり　　５，０００円

　※　移動系無線
車載型や携帯型の陸上移動無線局と基地局で通信を行うものであり、主として自治体内の通信手段。

　※ 同報系無線
市町村庁舎と屋外拡声器や家庭内の戸別受信機を結び、地域住民への災害情報の伝達に活用されるもので、災害の
予警報を一斉通報する同報通信方式が特徴的な利用形態。

　牟礼町の防災行政無線については、高松
市においてシステムの更新等を行うまでの
間、現行のとおり運用するものとする。
　牟礼町の戸別受信機の経費負担について
は、合併時までに調整するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案①町内在住②公共機関③希望する町内事業所等

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４-１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 総　　　　務

分　　　　類 防災行政無線

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・高松市では、移動系無線の更新、同報系無
線の整備を検討中である。

項　　　　目

・移動系無線の周波数は、１市町村１波が原
則となっているが、高松市においてシステム
の更新等を行うまでの間、現行の２波で運用
する。

・市町の各無線施設の接続方法について
は、合併時までに調整する。

・戸別受信機の経費負担については、合併
時までに調整する。

・両市町の基地局の接続方法等を検討する
必要がある。

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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協議第４０号資料 
 
 
 

「「学学校校教教育育事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 公 立 学 校 管 理 業 務 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７７ 

 学 校 給 食 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７８ 

 奨 学 制 度 等 の 支 援 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７９ 

 保 護 者 負 担 軽 減 対 策 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８０～８２ 

 学 校 教 育 指 導 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８３ 

 公 立 幼 稚 園 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８４
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（施設数） １８　園 （施設数）   ４　園

（学級数） ７０　学級 （学級数） １３　学級

（園児数） １，９９１　人 （園児数） ２４０　人

（施設数） ４１　校 １　分校 （施設数） ３校    

（学級数） ①普通 （学級数） ①普通
②特殊 ②特殊

（児童数） ①普通 （児童数） ①普通
②特殊 ②特殊

（施設数） １８　校 （施設数） １校

（学級数） ①普通 （学級数） ①普通
②特殊 ②特殊

（生徒数） ①普通 （生徒数） ①普通
②特殊 ②特殊

（施設数） １　校 　該当なし。

（学級数） ①普通科     　  ２４　学級 
②音楽科　　    　３　学級
③補習科           １　学級

（生徒数） ①普通科　　      ９６０　人
②音楽科          　９４　人
③補習科        　　３７　人

※平成１６年５月１日現在

３７学級
４学級

１，０５３人
７人

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 公立学校管理業務

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟                 礼　　　　　　　町

８，６３０　人

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

５７９　学級
　９１　学級

２４５　学級
　４０　学級

１８，２４２　人
　　　２１７　人

　　　７０　人

１５学級
２学級

５１３人
　　　５人

　牟礼町の公立学校については、高松市
公立学校として引き継ぐものとする。

の

１　幼稚園

２　小学校

３　中学校

４　高等学校
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１　調理・配送方法 ・単独調理場２２ヶ所、共同調理場１７ヶ所において、
市立小・中学校６０校（小学校４２校（分校１校を含む）
中学校１８校）の給食調理をしている。
・共同調理場から、関係する小・中学校２０校へ業者
委託により給食の配送をしている。 ・町所有の給食運搬車で職員が配送している。

２　給食費 （幼稚園） 該当なし。 （幼稚園）    ３才児  １食１９０円    
（小学校） ４，５才児  １食１９８円

低学年 １食２１０　円 （小学校）低学年     １食２１６円   
中学年 １食２２５　円 高学年     １食２３７円
高学年 １食２４０　円

（中学校） １食２６０　円 （中学校） １食２６２円

３　献立作成方法 　担当栄養職員が献立原案を作成し、献立原案作成  学校栄養職員が献立原案を作成し、決定する。    ただし、牟礼町地域の

部会において検討した後、献立委員会に諮り、献立  物資購入委員会等で、献立についての意見交換を
が決定する。 している。
　なお、献立原案作成部会や献立委員会は（財）高 〔物資購入委員会〕
松市学校給食会が設置している。 （開催回数） 　１ 回／学期
〔献立委員会〕 （委員構成）
（開催回数） 　１ 回／月 教育長（センター長）、幼・小・中学校長（副センター
（委員構成） 長) 小・中学校給食担当職員、学校栄養士
　学識経験者（医師）、小・中学校長（理事）、小・中 給食センター職員
　学校PTA代表（理事）、学校栄養職員、調理員、教
　育委員会職員 　合併年度は現行のとおりとし、合併年度

の翌年度から、高松市の制度に統一する。
４　給食材料購入 　決定した献立に基づいて、学校給食会が設置す 決定した献立に基づいて、物資購入委員会におい
　　方法 る物資購入委員会において物資の確認等をした後、 て物資の確認、入札後、業者が確定し、発注する。

学校給食会において一括購入する。
　なお、物資購入委員会は（財）高松市学校給食
会が設置している。

５　幼稚園給食  該当なし。  毎日給食を実施している。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟            礼　　　　　　　町

・給食配送方法については、合併時までに
調整するものとする。

・学校給食、幼稚園給食については、牟礼
町の学校給食センターにおいて実施するも
のとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類 学校給食

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・牟礼町学校給食センター（共同調理場）１ｹ所で、
幼稚園３園(幼保一元化事業を実施している原幼稚
園を除く）、小学校３校、中学校１校の給食調理をし
ている。

   ただし、牟礼町地域の学校給食、幼稚園
給食については、牟礼町の学校給食セン
ターにおいて実施するものとし、給食配送
方法については、合併時までに調整するも
のとする。

・調理・配送方法、給食費、献立作成方法
及び給食材料購入方法に差異がある。

・高松市では幼稚園給食を実施していな
い。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案



１

２
　　
　　
　　

３
　　
　　

　奨学制度 （奨学金支給制度） 　該当なし。 ・牟礼町では、奨学制度がない。
① 支給対象 ・要保護及び準要保護児童生徒就学

　    高松市に住所を有し、成績優秀かつ向学心の 奨励事業について、牟礼町では町単独
　盛んな生徒で、家庭の経済的理由のため高等学 分を支給していない。
　校への進学が困難な者
② 支給金額 ９，０００　円／月

（高等学校等入学準備金貸付制度）
① 貸付対象

　　 高松市に住所を有し、高等学校等に入学を希
　望する者の保護者で、入学準備金の調達が困難
　な者
② 貸付限度額（無利子）    合併年度は現行のとおりとし、合併年度

国・公立学校 １００，０００円以内 の翌年度から、高松市の制度に統一する。
私立学校 １５０，０００円以内

③ 返還方法
　　６ヶ月据え置きの後、２５ヶ月以内の割賦弁済

　要保護及び準 （学用品費、通学品費等） （学用品費、通学品費等）
要保護児童生 　国の基準で支給している。 　国の基準で支給している。
徒就学奨励事 （学校給食費） （学校給食費）
業 　実費を支給している。 　実費を支給している。

（修学旅行費） （修学旅行費）    合併年度は現行のとおりとし、合併年度
　実費を支給している。 　実費を支給している。 の翌年度から、高松市の制度に統一する。
（市単独分） （町単独分）
　算数セット及び英和辞典等の新入学児童生徒学用   支給していない。
品費（限度額あり）や集団宿泊学習費を支給している。

　特殊教育児童・
生徒就学奨励
事業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類 奨学制度等の支援制度

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟             礼　　　　　　　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目

　学用品費、通学用品費等、要保護及び準要保護児
童生徒就学奨励費の半額を支給。ただし、通学費に
ついては実費を支給している。

　学用品費、通学用品費等、要保護及び準要保護
児童生徒就学奨励費の半額を支給。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　就園奨励費補 （対象） （対象となる範囲）
　　助 　　市内に住所を有し、満３歳から小学校就学の始   牟礼町内に住所を有し、満３歳から小学校就学の

　期に達するまでの者で、市民税が１０２，１００円以 始期に達するまでの者で、町民税が均等割以上の
　下の世帯 世帯
（支給額）

授業料等減免 減免限度額（円） （支給額）
措置階層区分 （１人当たり年額） 授業料等減免 減免限度額（円）

市民税所得割額 措置階層区分 （１人当たり年額）
非課税世帯 町民税所得割額
（生活保護世帯 第１子 非課税世帯
　を含む） 第２子 （生活保護世帯 第１子

第３子 　を含む） 第２子
市民税非課税 第１子 第３子    高松市の制度に統一する。
世帯（生活保護 第２子    ただし、牟礼町地域における
世帯を含む） 第３子
市民税所得割額 第１子
非課税世帯 第２子

第３子
市民税所得割額 第１子
8,800円以下 第２子

第３子
市民税所得割額 第１子
8,801円以上 第２子
102,100円以下 第３子

(支給方法） （支給方法）
   高松市の制度に統一する。
   ただし、牟礼町地域における

２　私立幼稚園就 （対象） 　該当なし
　　園費補助 　　市内に住所を有し、満３歳から小学校就学の始 　※牟礼町では、私立幼稚園がない。

　期に達するまでの者で、市民税が１０２，１００円を
　超える世帯
（補助額）
　　年額２７，６００円。途中入園の場合は月割となる。

　クラブ・部活動等補助については、合併年度は
現行のとおり実施するものとする。

　障害児学級活動補助、中学校新人・総合体育
大会補助及び中学校の学校行事等参加補助に
ついては、合併年度及びこれに続く３年度に限
り、現行のとおり実施するものとする。

80,400

20,000
42,000
64,000

町
立
幼
稚
園

私
立
幼
稚
園

42,000
64,000

246,000

市
立
幼
稚
園

137,700

私
　
立
　
幼
　
稚
　
園 56,500

147,000
237,000

20,000

176,000

161,000
241,000

分　　　　類 保護者負担軽減対策

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟             礼　　　　　　　町

問　　題　　点　　・　　課　　題

253,000
196,000

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

　を納入
　 減免対象者について、減免額を差し引いて授業料　 市立幼稚園は減免

   私立幼稚園は年２回現金支給

　該当なし
　※牟礼町では私立幼稚園がない。

104,900

・障害児学級活動補助については、合併年度及
びこれに続く３年度に限り、現行のとおり実施する
ものとする。

・中学校新人・総合体育大会補助及び中学校の
学校行事等参加補助については、食糧費を除
き、合併年度及びこれに続く３年度に限り、現行
のとおり実施するものとする。

・牟礼町においては、第３子以降の幼稚園授業料
等の軽減・助成制度及び大学等教育資金融資制
度利用者利子補給制度を実施していない。

・児童生徒副読本支給の費用負担等、中学校新
人・総合体育大会補助及び学校行事等参加補助
に差異がある。

・高松市では、クラブ・部活動等補助、障害児学
級活動補助について実施していない。

対　　　　　　応　　　　　　策

・クラブ・部活動等補助については、合併年度は
現行のとおりとする。
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３　第３子以降の （対象） 　該当なし。
　　幼稚園授業料 　　同一保護者が、現に養育している３人以上の児
　　等の軽減・助 　童のうち、その出生の順番が第３位以降であり，満
　　成制度 　３歳から小学校就学の始期に達するまでの者

（補助額）
　　市民税の課税額により、６の階層に分け、就園奨
　励費の限度額を超えない金額

４　児童生徒副読 （費用負担） 　高松市が負担 （費用負担） 保護者が負担
　　本支給 （内容） （内容）

　・小学校１～６年生　「わたしたちの体育」、「道徳 ・牟礼小・牟礼北小１～６年生「わたしたちの体育」
　　（なかよし・ともに生きる・わたしのいく道）」 ・牟礼小・牟礼北小１～６年生「道徳読み物資料」
　・小学校３～４年生に「高松の今と昔」 （１校のみ３～６年生）
　・中学校１～３年生に「道徳（かけがえのない君だ ・中学校１～３年生に「道徳（かけがえのない君だ

　　から）」 から）」

５　大学等教育資 　　金融機関から教育資金の融資を受けた保護者の 　該当なし。
　　金融資制度利 　経済的な負担を軽減するために、融資を受けた入
　　用者利子補給 　学資金に係る約定利子（利子の年間支払額）のう
　　制度 　ち年利１％相当額（限度額２万円）を一定期間利

　子補給する。
６　中学校新人・ （補助内容） （補助内容）
　　総合体育大会

（高松市中学校新人体育大会） （木田郡中学校新人体育大会）
　輸送費の一部を補助 　輸送費の全額を補助
（香川県中学校新人体育大会） （香川県中学校新人体育大会）
　補助なし 　輸送費の全額を補助
（高松市中学校総合体育大会） （木田郡中学校総合体育大会）
  輸送費の一部を補助   輸送費の全額を補助
（香川県中学校総合体育大会） （香川県中学校総合体育大会）
  補助なし   輸送費の全額を補助
（四国中学校総合体育大会） （四国中学校総合体育大会）
　交通費の全額を補助 　交通費・宿泊費・食糧費の全額を補助

　高松市中学校体育部に対し、大会に参加する生徒
輸送費の保護者負担の軽減を図るため、補助金を
交付している。補助金は、参加生徒輸送費支給基準
により、一部補助している。

　木田郡中学校新人大会及び木田郡中学校総合体
育大会に参加する生徒に対して、保護者負担の軽減
を図るため、輸送費を町で負担している。参加人数に
より、バス借上、マイクロバス借上、タクシー借上等、
輸送方法を考慮している。

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

協 定 項 目 ２４－２０　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟             礼　　　　　　　町

保護者負担軽減対策分　　　　類

項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

- 82 - 

（全国中学校総合体育大会） （全国中学校総合体育大会）
　交通費の全額を補助 　交通費・宿泊費・食糧費の全額を補助



７　学校行事等参 （小学校） （小学校）
　　加補助 　男木、女木小学校児童が体験学習の際に利用す  該当なし。

る船賃を支給。また、菅沢分校の児童が学校行事等
で本校を往復する際のタクシー代を負担している。
（中学校） （中学校）
　男木中学校生徒が体験学習の際に利用する船賃   中学校体育部活動の大会参加（新人・総体を除く）
を支給。中学校体育部活動（新人・総体を除く）及び に要する経費(交通費・宿泊費・食糧費）の全額を
中学校文化部活動の大会参加に要する経費は、 補助している。
保護者負担している。   中学校文化部活動の大会参加に要する経費

（交通費、宿泊費、食糧費、楽器輸送費）の全額を
補助している。

８　クラブ・部活動 （補助内容） （補助内容）
　　等補助 　該当なし。

・クラブ活動（小４～６年）１人当たり４００円を補助。
・部活動（中１～３年）１人当たり５００円を補助。

９  障害児学級 （補助内容） （補助内容）
　　活動補助 　該当なし。

牟礼中     ３０，０００円
牟礼小     ６０，０００円
牟礼北小  ３０，０００円

　障害児学級のある小・中学校に対して、諸行事・諸
活動の補助金を交付している。

保護者負担軽減対策

  町内の各小・中学校部活動、クラブ活動の推進を図
るため、補助金を交付している。

対　　　　　　応　　　　　　策

牟             礼　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　学校教育事業 部　 会 　名

高　　　　　　　松　　　　　　　市

分　　　　類

教　　　育
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１　教育用パソコン 　国の基準どおり、小中学校ともにパソコン教室は 　各小・中学校のパソコン教室のみ整備。そのうち、
　　整備状況 児童生徒１人１台を達成し、校内ＬＡＮ関係では普 小学校は機種が古いので、更新が必要。各小・中

通教室２台特別教室６台の整備を実施済み。 学校の校内ＬＡＮは未整備

２　英語指導助手 （配置状況） （配置状況）
　　派遣 　①市招致英語指導助手  ①町招致英語指導助手

５名を９中学校に配置      １名を１中学校と３小学校、公民館に配置
　②県招致英語指導助手  ②県招致英語指導助手

６名を９中学校に配置 　　該当なし。
（派遣回数）    高松市の制度に統一する。

（派遣回数） ① 小学校
　① 小学校      ３小学校に毎週１回

要請により、派遣 ② 中学校
② 中学校      １中学校に毎週２回

３週間に約２回 ③ 公民館
    毎週２回

３　学校図書館
　　指導員等の
　　配置    高松市の制度に統一する。

   ただし、牟礼町地域における英語指導助
手派遣については、合併年度及びこれに
続く５年度に限り、学校図書館専任司書の
配置については、合併年度及びこれに続く
３年度に限り、現行のとおり実施するものと
する。

　町立各小・中学校に学校図書館専任司書（臨時職
員）として各１名ずつ配置している。

   ただし、牟礼町地域における英語指導助
手派遣については、合併年度及びこれに
続く５年度に限り、学校図書館専任司書の
配置については、合併年度及びこれに続く
３年度に限り、現行のとおり実施するものと
する。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

・高松市においては、学校図書館専任司書
を配置していない。

・英語指導助手の配置状況、派遣回数に
差異がある。

対         応          策

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟             礼　　　　　　　町

　高松市立各小・中学校に図書館指導員として１２名
派遣し、週３校または２校に分かれて計３０校の学校
に配置している。

分　　　　類 学校教育指導

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育
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          問　　題　　点　　・　　課　　題
１　幼稚園授業料 月額　　５，９００円 月額　　５，５００円
　　の金額

※平成１７年４月１日より月額５，７００円に改定。
２　幼稚園授業料 幼稚園が保護者より、その月の１０日までに 幼稚園が保護者より、その月の末日までに
　　の納付方法、 口座振替等で徴収。保護者より徴収した授業料 口座振替等で徴収。保護者より徴収した授業料 ・牟礼町には園区がある。
　　納付時期 をまとめて幼稚園が高松市に納入。 をまとめて幼稚園が牟礼町に納入。

              対　　　　　　応　　　　　　策
   高松市の制度に統一する。

３　幼稚園園児 園児募集要項を定め、広報、ホームページの掲載    ただし、牟礼町地域における
　　募集 と各園に通知する。入園手続きは各園で実施する。

募集定員を超えて応募の場合は、抽選会を実施 　入園手続きは、各園で実施する。
し、入園者を決定する。 　町内に住所がある場合は原則として受け入れる。

・各幼稚園ごとに園区がある。

４　園区 　該当なし。 ・原幼稚園　　中村、西村、王子　他１６自治会
・大町幼稚園　川西、川東、役戸　他１２自治会
・田井幼稚園　南神、田井、公務員住宅　他８自治会
・栗山幼稚園　木戸、川原、王墓　他１５自治会

５　定員 （３歳児） 定員は、原幼稚園９０名、その他３園は各１２０名
１クラス３５人まで、２５人を超えれば常勤講師 （３歳児）
を加配する。 １クラス２０名を超えると２クラス又は１名加配               調　　　　　　整　　　　　　案
（４歳児） （４歳児）    高松市の制度に統一する。
１クラス３５人 １クラス３０名を超えると２クラス又は１名加配    ただし、牟礼町地域における
（５歳児） （５歳児）
１クラス３５人 １クラス３０名を超えると２クラス又は１名加配

　幼稚園授業料については、合併年度は現行
のとおりとし、合併年度の翌年度から４年度目
において、高松市の授業料と同額になるように
段階的に調整するものとする。

・幼稚園授業料の納付方法等については、合
併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年
度から高松市の制度に統一する。

　なお、学級定員の取扱いについては、合併
時に在園中の者が卒園するまでは現行のとお
り継続するものとする。

　幼稚園授業料の納付方法等については、合
併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年
度から高松市の制度に統一する。

　牟礼町の園区については、現行のとおり継
続するものとする。

・牟礼町の園区については、現行のとおり継
続するものとする。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類 公立幼稚園

・幼稚園授業料の納付方法等及び園児募集
方法に差異がある。

・幼稚園授業料については、合併年度は現行
のとおりとし、合併年度の翌年度から４年度目
において、高松市の授業料と同額になるように
段階的に調整するものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

・牟礼町では１クラスの定員を超える場合があ
る。

・園児募集要項を定め、広報により保護者に周知す
る。
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協議第４１号資料 
 
 
 

「「そそのの他他のの事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 （協議第４１号）幼 保 一 元 化 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８６



１　概要

２　職員体制

３　園児及び定員

６　共同保育

７　給食

５　保育料及び授
　　業料

４　保育時間及び
　　教育時間

（保）　牟礼町保育所徴収基準額
（幼）　５,５００円（減免規定あり）

　幼稚園教育要領と保育所指針を基にはらこどもセ
ンター独自の保育内容を設定し、保育教育をしてい
る。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

項　　　　目

（保）７：３０～１９：００（最長）
（幼）８：００～１５：００（水曜日は１３：３０まで）

　高松市では、連携事業を実施している
が、幼保一元化事業については、検討中で
ある。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（幼保一元化事業） 部　 会 　名 健　康　福　祉　・　教　育

分　　　　類 幼保一元化事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案
　牟礼町の幼保一元化事業については、
高松市に引き継ぐものとする。

　該当なし。
　※参考（連携事業の実施等）
　隣接する幼稚園・保育所における行事等の合同開
催や職員の相互体験、合同研修など連携事業を実
施している。
　また、市立保育所・市立幼稚園のあり方を検討し、
高松市立幼稚園・保育所一元化検討会(庁内組織）
において、幼保一元化を検討している。

　牟礼町の幼保一元化事業については、
高松市に引き継ぐものとする。

　はらこどもセンターにおいて平成１４年度から東部
保育所と原幼稚園の幼保一元化事業を実施してい
る。平成１４年度は合同行事の一元化に取り組み、
平成１５年９月から保育の一元化をスタートしている。
　一元化内容
　・行事の一体化と施設の共用、保護者への協力体
　　制づくり
　・幼・保職員によるチーム保育、保育教育の指導
　　計画の一元化
　・幼・保の枠を超えて職員配置、幼児保育職員の
　　専門職としての意識の高揚、協力体制の強化

センター長　１人
幼稚園長及び保育所長　各１人
教諭及び保育士（幼）３人（保）１５人
調理員３人　　その他職員２人

（定員）保育所９０人・幼稚園９０人
入所決定は、保育所は町長名で、幼稚園は教育委
員会名で通知している。

・（幼稚園）　４・５歳児　３,２５０円、３歳児　２,９２０円
・（保育所）　町費と保育料の一部から賄う。
※幼稚園児、保育所児の給食は、はらこどもセン
ターで一元的に調理している。  
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